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１．業務概要 

１-１ 業務の目的 

省エネルギーの一層の加速が不可欠である中、運輸部門については、特にエネルギー消費

の大部分を占める自動車分野における新たな対応が必要である。また、都市を中心に世界の

人口が増加する中、自動車の更なる普及拡大が想定され、交通事故の削減、渋滞の緩和や環

境負荷の低減等がより必要になる。今後既存の取組だけでは抜本的な解決が困難と予想され

るため、新たな取組である自動走行への期待は高く、関連する市場の拡大も見込まれる。ま

た、自動車産業を巡っては、近年、コネクト（Connectivity）、自動運転

（Autonomous）、モビリティサービス（Shared&Service）、電動化（Electric）（Ｃ

ＡＳＥ）といった 100年に１度ともいわれる大きな環境変化が起きている。 

経済産業省では、2019 年４月に開催した第３回自動車新時代戦略会議において、高度の

効率化や無人自動運転移動サービス等を事業化、公共交通と連携し、高度なモビリティサー

ビスを提供することを通じ、“移動弱者ゼロ化、豊かな移動による豊かな地域社会づくり”

等の社会像を実現するため、当面の取組として、「ＩｏＴやＡＩを活用した新しいモビリテ

ィサービス活性化に向けた「地域×企業」の挑戦支援プログラム“スマートモビリティチャ

レンジ”創設」等を掲げた。また、同時公表した「ＩｏＴやＡＩが可能とする新しいモビリ

ティサービスに関する研究会」とりまとめでは、スマートモビリティチャレンジ推進に向

け、地域や事業者の取組に関する情報共有促進や社会的機運醸成、「パイロット地域」に対

する事業計画策定や効果分析等の支援、ベストプラクティスや横断的課題の整理等を行う仕

組みとして、「スマートモビリティチャレンジ推進協議会」の設立が位置付けられ、令和元

年度より、先駆的に新しいモビリティサービスの社会実装に取り組む地域に対して、事業計

画策定や効果分析を実施するパイロット地域分析事業を実施するなど、社会実装に向け取り

組んでいるところである。 

本事業では、東北管内における自動走行やＭａａＳ等の取組について、課題やニーズを調

査し、サービス提供における規制や仕組みの検討、関係者の知見向上を促進することで、将

来的な事業として支援していくことを目的とする。 
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１-２ 事業内容・実施方法 

１-２-１ 包括調査 

東北管内において現在実施されている自動走行・MaaS等の取組について調査し、リスト

を作成する。 

リストは１０者以上掲載することとし、掲載する内容については、表 1-2 のとおりとす

る。 

調査方法を以下に示す。 

 

＜調査手法＞ 

１段階：インターネット、経済産業省・国土交通省等の所有資料等や JCoMaaS から既存情

報を収集 

２段階：表 1-1 の団体・企業等に簡易アンケートを行い、管内の自動走行や MaaS 等の取

組の情報を入手。掲載した企業団体以外にアンケートを行うことを妨げない。 

３段階：上記１・２段階で把握した取組の実施主体に事実確認（電話インタビュー） 

※「（一社）EMoBIA」にもチェックを依頼する 

４段階：事実確認できた取組の実施主体にアンケート調査実施（メールで調査票を配布・回

収。回収は全者より回収を行う。必要に応じてオンライン等にて情報収集を行

う。） 

５段階：リストとりまとめ 

 

表 １-１ 簡易アンケート対象団体・企業 

分類 簡易アンケート対象 

各県の交通関連部署 ・東北６県の公共交通関連部署 

管内の交通事業者 ・JR 東日本 

・東北６県バス協会 

・東北６県タクシー協会 

・みちのり HD 

その他民間企業等 ・ITS-JAPAN 

・日本信号 

・FUJITSU 

・MONET 

・先進モビリティ 

・BOLDLY   ほか 
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事業名
実施場所（県・市町村名）
参画団体
事業規模（事業に要する費用）
対象としたモード
事務局窓口（連絡先等）
人口規模
高齢化率
地理的条件
積雪状況

・現状の交通課題や移動ニーズを把握・分析できているか？
・将来のビジョン、事業実施における課題が明確か？
・課題解決に即した交通施策が設定できているか？

サービスの概要
取組目標・KPI

・モビリティを提供することで、住民がサービスを享受できそうか？
・新しいモビリティサービスに対応した車両の活用による自動車マーケットの可能性
を検討し、東北地域におけるものづくり産業へ波及の可能性はあるか？
・事業の実施主体が明確であり、適切な体制整備がなされているか？
・参画する団体において、所得データの活用や資産（API、プラットフォーム）にかか
るルール作りを定めているか？
・資産（API、プラットフォーム）の所有者は明確か？
・サービスコストなどを踏まえ、収益化が可能なモデルであるか？
・他地域への展開・応用の可能性はあるか？また、他地域への展開・拡大を考えて
いるか？
・物流、介護送迎、通院・通学等地域に存在するアセットを重ね合わせ効果的に利
用することで、モビリティサービスの収益性を高められそうか？
・ステークホルダーとの調整がついているか？
・観光や不動産等の異業種との連携により、複合サービスの一部としてモビリティ
サービスが持続可能となりそうか？
・法規制上のボトルネックを特定し、対策がとれているか？
・個人情報の管理及び体制は整備されているか？
・取得したデータをフィードバックする体制が構築できているか？
・実施主体が任意団体の場合、参画団体のデータの保有・活用範囲を決めている
か？
・アプリやシステム等を活用した位置情報伝達の効率化や関連データの可視化及び
インセンティブ付与等による需要側の行動変容を促しているか？（促せそうか？）

事業継続にかかるリスク認識
・事業を停止せざるを得ないとなる要因の中で、一番リスクが高いのはどんな事象
の場合か？（例：API構築にベンチャー企業が深く関わっているが、当該企業が何ら
かの理由で脱退した場合は、引き続ける団体がいない等）

取り組みの背景・課題認識取組概要

苦労している点・苦労した点（実施前・実施中・評価
時）

取組の社会的効果

適切な体制整備

ビジネスモデル

利害関係

法令遵守に資する対策実施状況

取得データの利活用

特徴的な取組・
他地区への参考
となるポイント

事業にかかる基
礎情報

事業実施地域の
基礎データ

 

表 １-２ リスト掲載内容 
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経産局が把握していな

い管内の事例をなるべ

く網羅的に収集する 

方針１：幅広く 
 

課題等の仮説を立てた上で

その仮説検証をヒアリング

で行う（相手先の時短にも寄与） 

方針２：深く 
 

マッチング・まずやってみるに

繋げる分かりやすい資料作成・

発表を行う 

方針３：分かりやすく 

１-２-２ ヒアリング調査 

前述の調査結果から、新たなモビリティサービスの社会実装を通じた「移動課題の解決」

及び「地域活性化」という観点において、先進的な取組やロールモデルとなり得る取組を抽

出し、さらに詳細な事項について調査する。 

ヒアリング先は４カ所以上とし、東北経済産業局と協議の上決定する。 

ヒアリング方法については、原則として現地調査とし、東北経済産業局も可能な限り同行

するものとする。 

ヒアリングの内容については、包括調査内容の掘り下げを中心とし、特にビジネスモデル

及び法規制上のボトルネックについて重点的にヒアリングを行う。 

 

１-２-３ 調査内容の発表 

令和３年３月上旬に開催予定の「とうほくスマートモビリティシンポジウム」にて、調査

した上記の内容を整理し発表すること。発表時間は１５分程度で、オンライン上での発表と

する。必要に応じて、発表用の資料を作成すること。 

 

 

１-３ 業務の実施方針 

以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“CASE＝大きなパラダイムシフト”が管内に広く浸透・展開していくため、調査内容

のオンライン発表にとどまらず、さらなる業務成果の期待値（効果）をなるべく高める

べく、自治体・事業者等への配布用報告書として「ミニ事例集」を作成する。 

包括調査は、チャンネルミックスにより、管内の自動運転や MaaS 等の取り組みを網

羅的に情報収集する。 

☞具体的なチャンネルとは①JCoMaaS、②各県の交通関連部署、③各県のバス・タクシー協

会、④交通事業者（JR、主要バス会社、みちのり HD）、⑤ITS-JAPAN、⑥その他民間企

業等である。 

ヒアリング調査は、包括調査で整理した情報をもとに①都市類型・②用いた輸送資源・

③解決したい課題等でカテゴリ分類して、その分類を踏まえ、バランスよく、ヒアリン

グ対象を抽出する。 
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２．包括調査 

２-１ 調査概要 

２-１-１ 調査の目的 

東北管内において、以下の取組について実態を網羅的に把握し、リスト化する。 

 

表  ２-１  包括調査の対象モード  

MaaS ・出発地から目的地までの移動に係る検索・予約・決済などをオンライ

ン上で一括して提供するサービス。さらに、小売、観光、病院等の移

動以外のサービスとの連携による移動の高価値化も含む。 

自動運転 ・自動車の運転支援システムが一部の運転操作を行う状態、運転者の関

与なしに走行する状態を指す。 

・運転自動化レベルが１から６まで存在。 

・レベル１・２は運転者が一部の動的運転タスクを実行し、レベル３以

上は自動運転システムが（作動時は）全ての動的運転タスクを実行。 

グリーンスローモビリティ ・グリーンスローモビリティ（通称グリスロ）とは、時速 20ｋｍ未満で

公道を走る事が可能な４人乗り以上の電動パブリックモビリティ。車

両の寸法等に応じて、軽自動車、小型自動車、普通自動車といった種

別にわかれる。 

CASE／次世代モビリティ ・次世代モビリティとは、本業務では上記以外の超小型モビリティ、パ

ーソナルモビリティを指すこととする。 

・CASE とは、C：コネクテッド、E：自動走行、S：シェアリング＆サ

ービス、E：電動化の略。 

 

２-１-２ 調査手法 

１段階：インターネット、経産省・国土交通省等の所有資料等により既存情報を収集 

    （JCoMaaSからも情報収集する） 

２段階：業務委託先の㈱KCSのこれまでの公共交通業務やプロジェクト等で関係のある   

団体・企業等（表 2-2、表 2-3参照）に簡易アンケートを行い、管内の自動走行や

MaaS 等の取組の情報   を入手：28社にアンケートを行い、26社からの回答があ

った 

３段階：上記１・２段階で把握した取組の実施主体に事実確認（電話インタビュー） 

      

４段階：事実確認できた取組の実施主体にアンケート調査（メールで調査票を配布・回収 

     を実施：22社にアンケートを行い、22社からの回答があった 

５段階：とりまとめ 
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表  ２-２  簡易アンケート対象団体・企業  

分類 簡易アンケート対象 

各県の交通関

連部署 

・青森県 交通政策課新幹線・地域交通グループ 

・岩手県 交通政策室 

・宮城県 震災復興・企画部 総合交通対策課 

・秋田県 観光文化スポーツ部 交通政策課 

・山形県 企画振興部 総合交通政策課 

・福島県 生活環境部 生活交通課 

管内の交通事

業者 

・JR 東日本 

・東北６県バス協会 

・東北６県タクシー協会 

・みちのり HD 

その他民間企

業等 

・ITS-JAPAN 

・日本信号 

・FUJITSU 

・MONET 

・先進モビリティ 

・BOLDLY   ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

２-２ 簡易アンケート調査結果 

下表 2-3 に示すとおり、東北管内では、令和２年 10 月時点で MaaSや自動運転等の取組

は 22 事例あることが分かった（調査は 28社を対象に、26社からの回答があり、計 22 の

事例が判明）。 

 

表  ２-３  簡易アンケートで把握できた管内の MaaS や自動運転等の取組  

分類 NO 名称 地域 

MaaS 1 QOL 向上に向けた生活交通 MaaS モデル構築業務 青森県 

2 岩手県北バス by すぐのれ〜る 仙台空港・松島・平泉：岩沼

市・仙台市宮城野区・松島

町・平泉町 

3 ND ソフトスタジアム山形カープール型ライドシェア活用 山形県天童市 

4 TOHOKU MaaS 仙台・宮城 trial 宮城県：仙台市秋保エリア 

5 支え合い交通構築事業 福島県伊達市 

6 超高齢社会における「郡山版 MaaS」モデル創出プロジェク

ト 

福島県郡山市 

7 会津 Samurai MaaS 福島県会津若松市 

及び会津エリア 

（会津 11 市町村） 

8 いわき版 MaaS 推進事業、 

グリーンスローモビリティの効果的導入実証事業 

福島県いわき市 

9 TOHOKU MaaS 青森・弘前エリア 

秋田・男鹿および角館エリア 

一関・平泉エリア 

仙台・宮城エリア 

自動運転 10 道の駅かみこあに自動運転サービス 秋田県 

上小阿仁村 

11 BRT 路線で自動運転バスの実証実験 気仙沼線 BRT 

（柳津～陸前横山間）（宮城

県登米市津山町柳津字谷木周

辺） 

12 道の駅たかはたを拠点とした自動運転サービスの実証実験 山形県高畠町 

13 泉パークタウンにおける自立型エコタウン・モビリティシス

テム導入事業 

宮城県仙台市 

泉パークタウン 

14 自動運転や MaaS 等最新技術の活用による復興、住民帰還の

加速に資する移動サービスの構築 

福島県浪江町 

グリーンスローモ

ビリティ 

15 国道 102 号（奥瀬工区）道路改良事業 青森県十和田市奥入瀬 

16 ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくりのた

めの実証事業（観光客の市内周遊の利便性向上及び災害復興

公営住宅から買物・通院・通学等の足の提供） 

岩手県陸前高田市 

17 グリーンスローモビリティを活用した協働による新たな移動

手段の構築事業 

宮城県石巻市 

18 青葉山新交通システムモデルの構築 宮城県仙台市 

19 IoT 技術等を活用したグリーンスローモビリティの効果的導

入実証事業 

福島県飯館村 

(8) いわき版 MaaS 推進事業、 

グリーンスローモビリティの効果的導入実証事業 

福島県いわき市 

CASE/ 

次世代モビリティ 

20 スマートモビリティ社会システム実証事業 宮城県女川町・南三陸町 

21 石巻市の「コミュニティ・カーシェアリング」の発展と他地

域展開等を通じた地域課題解決活動 

宮城県石巻市 

22 大学等の復興知を活用した福島イノベーション・コースト構

想促進事業 

「モビリティ・イノベーション社会実装・産業創生国際拠点

の構築」 

福島県南相馬市・浪江町・双

葉町・及び周辺市町村 
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そもそもの取組の分布をみると、下図 2-1のとおり、あまり積雪が多くない地域あるいは

太平洋側、首都圏との近接性がうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  ２-１  22 事例の分布状況  

 

 

２-３ 事例アンケート調査票 

次ページ以降に示す。 
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２-４ 調査結果 

東北管内では、下表 2-4 のとおり、令和２年 10 月時点でMaaS や自動運転等の２２の取

組の全てからアンケートを回収した（回収率１００％）。 

 

表  ２-４  事例アンケートを回収できた管内の MaaS や自動運転等の取組  

分類 NO 名称 地域 

MaaS 1 QOL 向上に向けた生活交通 MaaS モデル構築業務 青森県 

2 岩手県北バス by すぐのれ〜る 仙台空港・松島・平泉：岩沼

市・仙台市宮城野区・松島

町・平泉町 

3 ND ソフトスタジアム山形カープール型ライドシェア活用 山形県天童市 

4 TOHOKU MaaS 仙台・宮城 trial 宮城県：仙台市秋保エリア 

5 支え合い交通構築事業 福島県伊達市 

6 超高齢社会における「郡山版 MaaS」モデル創出プロジェク

ト 

福島県郡山市 

7 会津 Samurai MaaS 福島県会津若松市 

及び会津エリア 

（会津 11 市町村） 

8 いわき版 MaaS 推進事業、 

グリーンスローモビリティの効果的導入実証事業 

福島県いわき市 

9 TOHOKU MaaS 青森・弘前エリア 

秋田・男鹿および角館エリア 

一関・平泉エリア 

仙台・宮城エリア 

自動運転 10 道の駅かみこあに自動運転サービス 秋田県 

上小阿仁村 

11 BRT 路線で自動運転バスの実証実験 気仙沼線 BRT 

（柳津～陸前横山間）（宮城

県登米市津山町柳津字谷木周

辺） 

12 道の駅たかはたを拠点とした自動運転サービスの実証実験 山形県高畠町 

13 泉パークタウンにおける自立型エコタウン・モビリティシス

テム導入事業 

宮城県仙台市 

泉パークタウン 

14 自動運転や MaaS 等最新技術の活用による復興、住民帰還の

加速に資する移動サービスの構築 

福島県浪江町 

グリーンスローモ

ビリティ 

15 国道 102 号（奥瀬工区）道路改良事業 青森県十和田市奥入瀬 

16 ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくりのた

めの実証事業（観光客の市内周遊の利便性向上及び災害復興

公営住宅から買物・通院・通学等の足の提供） 

岩手県陸前高田市 

17 グリーンスローモビリティを活用した協働による新たな移動

手段の構築事業 

宮城県石巻市 

18 青葉山新交通システムモデルの構築 宮城県仙台市 

19 IoT 技術等を活用したグリーンスローモビリティの効果的導

入実証事業 

福島県飯館村 

(8) いわき版 MaaS 推進事業、 

グリーンスローモビリティの効果的導入実証事業 

福島県いわき市 

CASE/ 

次世代モビリティ 

20 スマートモビリティ社会システム実証事業 宮城県女川町・南三陸町 

21 石巻市の「コミュニティ・カーシェアリング」の発展と他地

域展開等を通じた地域課題解決活動 

宮城県石巻市 

22 大学等の復興知を活用した福島イノベーション・コースト構

想促進事業 

「モビリティ・イノベーション社会実装・産業創生国際拠点

の構築」 

福島県南相馬市・浪江町・双

葉町・及び周辺市町村 
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次ページ以降の略称の事業名と正式名称の対応表を下表 2-5に示す。 

 

表  ２-５  略称の事業名と正式名称の対応表  

分類 NO 事業名（正式名称） 事業名（略称） 

MaaS 1 QOL 向上に向けた生活交通 MaaS モデル構築業務 青森県 MaaS 

2 岩手県北バス by すぐのれ〜る 岩手県北バス by すぐのれ〜る 

3 ND ソフトスタジアム山形カープール型ライドシェア

活用 

モンテディオ山形 

 

4 TOHOKU MaaS 仙台・宮城 trial TOHOKU MaaS 仙台・宮城 

5 支え合い交通構築事業 伊達市支え合い交通 

6 超高齢社会における「郡山版 MaaS」モデル創出プロジ

ェクト 

郡山版 MaaS 

 

7 会津 Samurai MaaS 会津 Samurai MaaS 

8 いわき版 MaaS 推進事業、 

グリーンスローモビリティの効果的導入実証事業 

いわき MaaS 

 

9 TOHOKU MaaS TOHOKU MaaS 

自動運転 10 道の駅かみこあに自動運転サービス 上小阿仁村 

11 BRT 路線で自動運転バスの実証実験 JR 東日本 BRT 

12 道の駅たかはたを拠点とした自動運転サービスの実証

実験 

高畠町 

 

13 泉パークタウンにおける自立型エコタウン・モビリティ

システム導入事業 

泉区 PT 

 

14 自動運転や MaaS 等最新技術の活用による復興、住民

帰還の加速に資する移動サービスの構築 

浪江町 

 

グリーンスローモ

ビリティ 

15 国道 102 号（奥瀬工区）道路改良事業 奥入瀬 

16 ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづく

りのための実証事業（観光客の市内周遊の利便性向上及

び災害復興公営住宅から買物・通院・通学等の足の提供） 

陸前高田市 

 

 

17 グリーンスローモビリティを活用した協働による新た

な移動手段の構築事業 

石巻グリスロ 

 

18 青葉山新交通システムモデルの構築 青葉山新交通システムモデルの構築 

19 IoT 技術等を活用したグリーンスローモビリティの効

果的導入実証事業 

飯館村 

 

(8) いわき版 MaaS 推進事業、 

グリーンスローモビリティの効果的導入実証事業 

福島ロボットテスト F 

 

CASE/ 

次世代モビリティ 

20 スマートモビリティ社会システム実証事業 女川町 

21 石巻市の「コミュニティ・カーシェアリング」の発展と

他地域展開等を通じた地域課題解決活動 

石巻ｶｰｼｪｱ 

 

22 大学等の復興知を活用した福島イノベーション・コース

ト構想促進事業「モビリティ・イノベーション社会実装・

産業創生国際拠点の構築」 

福島イノベーション C 
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２-４-１ 取り組みの背景・課題認識 

１） 現状の交通課題や移動ニーズの把握・分析状況 

下表 2-6 のとおり、概ね全事例において、「把握・分析できている」と回答している。 

把握・分析できていない理由は下表 2-7 に示すとおり。 

 

表  ２-６  現状の交通課題や移動ニーズの把握・分析状況  

 

 

 

 

表  ２-７  現状の交通課題や移動ニーズを把握・分析していない理由  

分類 具体的内容 

MaaS 販売目的が特定の路線に限定しているため、ニーズ等の分析は行っ

ていない。 

 

 

 

２） 地域の課題解決に即した交通政策 

下表 2-8 のとおり、「検討・実施できている」との回答が大半を占める。 

検討・実施できていない理由としては、次ページに示す下表 2-9 のとおり、MaaS の場

合、民間事業者が独自に実施している取組事例者から交通政策の一環となりうる取組とする

ため、地域との協議が課題との趣旨の回答があった。 

また、CASE/次世代モビリティの場合、「個人の外出支援の目的には有効だが、行政課

題の解決は難しく、行政の財政支援を行うか否かは今後の検討課題」といった趣旨の回答あ

った。 

表  ２-８  地域の課題解決に即した交通政策の検討・実施状況  

 

 

 

 

 

 

  

①現状の交通課題や移動ニーズ
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

把握・分析済み 8 5 5 3

把握・分析していない 1 0 0 0

②課題解決に即した交通施策
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

検討・実施できている 6 3 4 2

検討・実施できていない 2 2 0 1

非該当・無回答 1 0 1 0
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表  ２-９  地域の課題解決に即した交通政策の検討・実施できていない理由  

分類 具体的内容 

MaaS 
単一路線の販売目的用のため交通施策の分析等への検討・活用を意

図していない。 

現時点では、生活交通 MaaS 研究会において実証試験のプランを検

討している段階であり、実施に至っていないため。 

自動運転 
公式的な会議が開催されていないため。現状課題としては課題に対

応する交通施策を協議する場の設定が挙げられる。 

地域交通を今後どのように維持継続していくかは各社試行錯誤して

いるところと考えており、当社も同じ状況であるから。 

CASE 

次世代モビリティ 

スマートモビリティ社会システム実証事業そのものでの公共的な課

題解決は難しいと考えているが、個人の外出支援等を目的とした活

用には有効と思われるため、町として、利用や取得費用等に対する

支援を行うかどうか関係部門と検討していく必要がある。町全体の

移動課題の解決については、町民バス事業の再編等併せて検討して

いく必要がある。 

 

 

 

３） 将来のビジョン、当面のゴール、年度ごとの達成目標 

下表 2-10 のとおり、「設定済み」との回答が大半を占める。自動運転の取組、CASE/

次世代モビリティの取組で「設定していない」との回答があった。 

設定していない理由としては、次ページに示す下表 2-11 のとおり、「そもそも地域で議

論できていない」、「まずは実証している段階であり、実証自体が目的」との趣旨の回答が

あった。 

 

表  ２-１０  将来のビジョン、当面のゴール、年度ごとの達成目標の設定状況  

 

 

 

 

 

 

 

  

③将来のビジョン、当面のゴール、
　年度ごとの達成目標

MaaS
＜９事例＞

自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

設定済み 9 3 4 2

設定していない 0 2 0 1

非該当・無回答 0 0 1 0
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表  ２-１１  将来のビジョン、当面のゴール、年度ごとの達成目標を設定していない理由  

分類 具体的内容 

自動運転 ・社会実験実施時に実施していた社会実験協議会が一昨年１２月か

らの社会実装開始時から開催されておらず、その協議会の場で決

めるべき内容だと思われる。社会実装開始時から現時点まで協議

会は開催されておらず公式的なビジョン、ゴール、課題等は設定

していない。ただし、現時点で検討している内容を示すと以下の

ようになる。 

・リピーターの確保、リピーターの利便性向上のため、定額利用な

どの運賃体系を見直す。 

・中山間地における自動運転社会実装は、現時点で当事業がわが国

唯一のモデルであることから、企業・団体・学校等からの視察・

研修・観光ツアーを令和３年から実施予定。 

・令和３年夏頃までには独立採算性確保による地元での完全社会実

装を目指す。 

・中期的には、北秋田地域における観光ツーリズムの移動サービス

として位置づけ、地域の観光資源を巡る手段としての役割を担

う。 

・長期的には、他の交通モードとの連携により、村民のニーズに合

う効率的で効果的な一体的な運営を目指す。 

実験段階で年度ごとの実験の実施はあるが目標設定はない。 

CASE 

次世代モビリティ 

・短中期的な目標や年度ごとの達成目標等、具体的なビジョンは策

定していない。本町では、上記①の課題解決のため、自動運転の

実証等を検討しており、その前段としてスマートモビリティの実

証を行っている段階である。当面、観光振興や町民の利便性向上

等への活用手法等は検討するものの、関係者等へも情報提供をし

ているところであるが、今のところその効果を期待する声は少な

い現状である。 
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４） 定量的・定性的な目標 

下表 2-12 のとおり、「設定済み」と「設定していない」の回答がおよそ半々の結果とな

った。 

設定していない理由としては、下表 2-13 のとおり、「そもそも地域で議論できていな

い」、「現在検討中」、「現在地域が関わっていない状況であり、KPIを事前設定してしま

うと、本来の目的から外れてしまう」との趣旨の回答があった。 

 

 

表  ２-１２  定量的・定性的な目標の設定状況  

 

 

 

 

 

 

 

表  ２-１３  定量的・定性的な目標を設定していない理由（次ページ以降も続く）  

分類 具体的内容 

MaaS ・単一路線の販売目的用のため交通施策の分析等への検討・活用を

意図していない。 

・設定検討中。 

自動運転 ・公式的な会議が開催されていないため。現状課題としては定量的

な数値目標や定性的な目標を設定するための協議する場の設定が

挙げられる。 

・実験の実施はあるが目標設定はない。 

・将来に向けて地域住民が主体的に運営していく上では、その運営

を縛る KPI や目標等は現段階でトップダウンで決めるのではな

く、地域住民自身が定めるべきと考える。 

・今回の実証実験においては、プロジェクトメンバーが持つ知見な

どを賜りながら、上記課題解決に向けて今回構築するモビリティ

ーサービスの運行形態や収益性、担い手など最終系を見据えなが

ら、実証のための実証に終わらせないということが必須であると

いう共通認識のもと進めている。 

グリスロ ・利用者へのアンケートにより評価を実施。 

※アンケート項目 

・属性、普通自動車免許及び自動車保有状況、外出目的、利用

する交通手段、実証実験を知ったきっかけ、利用回数、利用

理由、満足度、地域への必要性、料金設定等 

・将来の交通システムについて、交通規制と代替交通の本格導入は

決定しているが、現在、地域住民や事業者からなるワークショッ

プで検討している段階のため、まだ目標等は設定できていない。 

④定量的・定性的な目標
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

設定済み 7 1 2 1

設定していない 2 4 2 2

非該当・無回答 0 0 1 0
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分類 具体的内容 

CASE 

次世代モビリティ 

・現状の取組は今後に向けて持続的となりうるためのいわば基盤整

備を行っており、事業評価などを行う以前の段階にあると考え

る。また前向きにアジャイル型のプロジェクト推進が望ましく、

その点で数値目標、KPI を事前設定して固定化した取組にするこ

とは本来目的から大きく外れると考えられる。学術・産業として

新規性ある取組が増えることをもって数値的ないし定性的な指

標・目標とすることも考えられるが、本質的にそのような評価方

法が親和性を持ちうるかは難しいところと思われる。 

・現時点では、町民の活用意向の確認、活用手法の検討及びスマー

トモビリティの周知の段階であり、定量的な数値目標や定性的な

目標は設定していない。  
 

 

２-４-２ プロジェクトの参画団体 

１） 参画団体の特徴 

下表 2-14 のとおり、「それ以外」（東北エリア外からのメンバーの参画がなされた取

組）が大半を占める。 

 

表  ２-１４  参画団体の特徴  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 東北エリア内の団体でない理由 

下表 2-15 のとおり、「地域の実情をよく知っているパートナーがたまたま東北エリア外

だった」、「必要なノウハウ・技術が東北エリアにないため」、「そもそも東北エリアに限

定せず広いエリアのビジネスマーケットを想定しているため」の回答が大半を占める。 

 

表  ２-１５  東北エリア内の団体でない理由  

 

 

 

 

 

①参画団体の特徴
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

東北エリア内の団体のみ 0 0 1 0

それ以外 9 5 3 3

非該当・無回答 0 0 1 0

②東北エリア内の団体でない理由
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

地域の実情をよく知っているパートナーがたまた
ま東北エリア外だった

4 3 1 0

必要なノウハウ・技術が東北エリアにないため 1 2 2 1

実施あるいは維持管理・修理に必要な部品・機器
が東北エリアで調達できないため

0 2 0 1

そもそも東北エリアに限定せず広いエリアのビジ
ネスマーケットを想定しているため

2 2 1 2

非該当・無回答 3 1 2 1
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３） 東北エリア内の参画団体の将来的な拡大意向 

下表 2-16 のとおり、「ある」の回答が大半を占める。 

東北エリア内の参画団体の将来的な拡大意向がある団体の意向は表 2-18 に示すとおり。 

 

表  ２-１６  東北エリア内の参画団体の将来的な拡大意向（参画団体の特徴別クロス集計）  

 

 

 

 

 

 

 

 

表  ２-１７  東北エリア内の参画団体の将来的な拡大意向がある団体の意向（次ページ以降も続く）  

分類 具体的内容 

MaaS ・二次交通を地元の交通事業者と連携して進めることが当初からの

考え。 

・当面はコロナ終息後が目標となるが、国内外の個人やグループで

の旅行客（FIT）の割合が、団体旅行に比べ増加することは確実で

あり、より多くの交通事業者が参加することで面的な広がりを持

ち、利便性を向上させることが必要。 

・利用客利便性を考えれば、各交通機関が自由に且つ気軽に乗り継

ぐことが出来、東北の各地域が MaaS を活用し連携が取れること

が望ましく必要と考える。 

・ノウハウ及ぶ経済面の域内循環促進の観点から。 

・これに限っていないが、まずは、法整備を早急に進めるべき。外

資のサービスの輸入だけだと、国際的競争力が落ちる一方。 

・交通事業は個々の地域事情が事業運営に大きく反映されるため、

事業エリア展開の際には各地域の地元交通事業者との連携が欠か

せない。 

・本市の取組は、住民同士による送迎サービスを構築することであ

るため、地域の理解や協力が必要である。 

・地域特性に対する理解を踏まえながら、共通する課題等を有する

地域との連携や事業の横展開等を図るためには、東北エリアの参

画団体が必要であると考える。 

 

 

 

 

MaaS
＜９事例＞

自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

すでに東北エリア内の団体のみ 0 0 0 0

それ以外 8 5 0 3

すでに東北エリア内の団体のみ 0 0 1 0

それ以外 1 0 3 0

0 0 1 0非該当・無回答

ある

ない

③東北エリア内の参画団体の将来的な拡大意向
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分類 具体的内容 

自動運転 ・今後において、観光系、宿泊系、情報提供系のビジネスパートナ

ーの参画が期待されるため。 

・今後において、自動運転車そのものや自動運転サービスを活用し

たビジネスパートナーの参画が期待されるため。 

・東北エリア内の他エリアにおける本サービスの導入が期待される

ため。 

・バスドライバー等、地域のバス会社からの理解、連携が必要であ

ると考えるため。 

・現段階では技術的に困難。 

・特にハードウェアについては、地域ニーズ・特性への特化を重視

するとグローバルに大量生産とはなり難く、地産地消型を志向す

る以上、地元における産業化が望ましいと考える。またソフトに

ついても、その地域の特性に合わせたカスタマイズのためにはや

はり地域に根のある企業であるべきと考える。特に現場に近いと

ころで細かな問題等へ素早くフィードバックするには基本的には

地元に近いことが有利。しかし、遠隔でもそうした細かいモニタ

リングを行える体制を整備すればその限りでない。何より東北地

域における産業活性化を目的の一つとして取り組んでおり、その

点で地域企業の参画をより拡大したいと考えている。 

・加速度的に進行する少子高齢社会においては、公共交通のあり方

に関して、少なからず共通する課題があると思われる。 

CASE 

次世代モビリティ 

・現段階で地元企業として取り組む福島県内企業とのマッチングが

果たされていない。 

・地元が第一に期待する自動運転等を提供可能な地元企業が未登

場。 

・特に、持続的に取り組むべきファーストマイル交通の維持および

水平展開については地元企業の主体的な参画が地域における産業

創生として重要と考える。 

・石巻以外の東北エリアへはこれから本格的に普及させていくた

め、その実現のために協力者が必要。 

・同様の取組みができる事業者が東北内にあるのであれば、経済循

環等を考慮した場合、できる限り地元の事業者と進めていくこと

が望ましいと考える。 

・ただし、先進技術の導入については、それぞれの事業者独自の技

術等があると思われるため、本町が望むものに合致するものが東

北エリア内にあるとは限らないため、状況による。 
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４） 現時点での体制について 

下表 2-18 のとおり、「適切」の回答が大半を占める。 

「現時点での体制が適切と言い難い」とした理由は表 2-20 に示すとおり。 

 

表  ２-１８  現時点の体制についての自己評価（参画団体の特徴別クロス集計）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表  ２-１９  「現時点での体制が適切と言い難い」とした理由  

分類 具体的内容 

MaaS ・現在、研究会において令和 3 年度の実証プランを検討している最

中であるため。 

・まだ事業としてのビジネスモデル及び収益性がしっかりと構築で

きていないため、他地域へ展開するにはもう少し実績蓄積が必要

だと考えている。 

・実証実験を行った結果を踏まえると、利用件数からみてシステム

による運用は費用負担や、地域毎による実情もあり少ない需要に

関して、一律の制度で行うことには課題が残る。 

自動運転 ・今後このプロジェクトを進めていくうえでの人員体制や、事業経

費をどう賄うのかが課題である。 

グリスロ ・現在実施中の事業は、将来の交通規制と代替交通運営につなげる

ための社会実験であり、本格導入後の代替交通、実施主体につい

ても検討段階であるため。 

CASE 

次世代モビリティ 

・県単位の協力体制が東北で築けていない。 

※佐賀・鳥取などでは県単位の協力体制が構築できている。 

 

  

MaaS
＜９事例＞

自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

すでに東北エリア内の団体のみ 0 0 1 0

それ以外 5 3 2 2

すでに東北エリア内の団体のみ 0 0 0 0

それ以外 3 1 1 1

1 1 1 0

④現時点での体制について

適切

適切と
言い難
い

非該当・無回答
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２-４-３ ビジネスモデル 

１） サービスコストなどを踏まえた収益化が可能なモデル 

下表 2-20 のとおり、「収益化が可能」と「収益化が不可能」の回答が半々の結果となっ

た。 

収益化が不可能な理由としては、表 2-22 に示すとおり、MaaS の場合、「デマンド交通

単体では運賃収入が僅少であり、収益事業には全くならない」、自動運転の場合、「レベル

４以上（ドライバーレス）でなければ、乗務員コストを削減するまでに至らない」、グリス

ロの場合、「中山間地では利用者である住民が少ないため現状では厳しい」との趣旨の回答

があった。 

 

 

表  ２-２０  収益性に関する評価  

 

 

 

 

 

表  ２-２１  収益化が不可能な理由  

分類 具体的内容 

MaaS ・鉄道利用促進に資すると判断して、オンデマンド交通にかかる費

用を負担しているが、オンデマンド交通単体では運賃収入が僅少

であり、収益事業には全くならないと考えるため。 

・宿泊施設や地域の中学校傍を乗降ポイントに入れていたことか

ら、上記は一部実現していたと言える、これで収益性が高まるよ

うなものではないと思うため。 

・このサービスで、手数料を取っていい法整備がなされれば、収益

化の可能性は高いが今はまだその状況にない。 

・既存デマンド交通があることから、少ない需要に見合った新たな

交通手段の導入のため、収益化は難しい。 

自動運転 ・BRT の自動運転化だけでは収益構造を根本的に変えるまでには至

らないと考えている。合わせて、自動運転レベル４以上のドライ

バレスを実現できなければ、乗務員コストを削減するまでに至ら

ないものと考えている。 

・運転手の人件費がかかる時点で収益は困難。 

グリスロ ・ハイブリッドリユース事業は、ハイブリッド車から回収した基幹

ユニットを再製品化するもので収益性を考えているが、グリーン

スローモビリティ事業での収益化は考えていない。 

・事業エリアが中山間地ということもあって住民が少ないため 

・将来的には通院や物流と連携することも考えられる 

  

①収益性に関する評価
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

収益化が可能 3 3 2 3

収益化が不可能 4 2 2 0

非該当・無回答 2 0 1 0



 

31 

２） 他地域への展開・応用 

下表 2-22 のとおり、「可能」の回答が大半を占める。 

 

表  ２-２２  他地域への展開・応用の可能性  

 

 

 

 

 
 

 

３） 異業種との連携による複合サービスの事業可能性 

下表 2-23 のとおり、「検討済み」との回答は数事例程度であり、多くの事例が「現在検

討中」、「今後の課題」との回答であった。 

 

連携先の異業種としては、次ページに示す表 2-25 のとおりであり、以下となる。 

✓ 観光事業者（観光施設管理者、温泉組合、宿泊施設事業者） 

✓ 飲食店関係事業者 

✓ 医療施設（クリニック等） 

✓ 銀行 

✓ 商業事業者 

✓ 中心市街地のサービス従事者 

✓ 各種テーマパーク 等 

 

 

表  ２-２３  定量的・定性的な目標を設定していない理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②他地域への展開・応用
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

可能 6 4 4 3

不可能 1 1 0 0

非該当・無回答 2 0 1 0

③異業種との連携による複合サービスの展
開可能性

MaaS
＜９事例＞

自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

検討済み 2 1 1 0

現在検討中 6 2 1 2

今後の課題 1 2 2 0

非該当・無回答 0 0 1 1
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表  ２-２４  「検討済み」と回答した取組における異業種の連携先  

分類 具体的内容 

MaaS ・可能性はあり。温泉組合などは興味あると言われている。 

・令和３年２月より観光、おつかいタクシーの MaaS 実証を行う予

定。 

自動運転 ・当該事業での取組ではデマンド交通のバス停について、クリニッ

クや銀行などの地域的な立ち寄り拠点の協力が得られており、こ

れら異業種との連携をより深化させるモビリティサービスを継続

的に発展させていくことが必須と考えている。特にこれらの異業

種の利用を活性化することを主とするのが「コトづくり」として

重要であり、それを実現するモビリティマネジメントの構築発展

が今後に向けて重要課題と考える。 

グリスロ ・中心市街地の飲食店関係事業者のほか、農業テーマパーク「オー

ガニックランド」や発酵パーク「ＣＡＭＯＣＹ（カモシー）」等

との連携を検討している。 

 

 

 
  

２-４-４ MaaS、CASE 事例 

１） API やプラットフォームといった資産の取扱ルールの設定状況 

下表 2-25 のとおり、「決めている」と「決めていない」の回答が概ね半々の結果となっ

た。 

 

表  ２-２５  API やプラットフォームといった資産の取扱ルールの設定状況  

 

 

 

 

 

 

注）上表における「決めていない」とは「検討中」又は「未実施」との回答があったものを指す。「必要性なし」の回

答は含まれていない（「非該当・無回答」に振り分けた）。 

 

  

①資産（API、プラットフォーム）は誰のもの
か決めているか？

MaaS
＜９事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

決めている 3 0

決めていない 3 1

非該当・無回答 3 2
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表  ２-２６  「決めている」と回答した取組の具体的内容  

分類 具体的内容 

MaaS ・運行データはオープンデータとして一定の利用許諾の下で開示

済。 

・API 等については交通事業者側では準備しておらず、現時点では

アプリ事業者についても準備していない。 

・また在庫予約に関連する API は既存のシステムベンダーが準備し

ており、権利等はそちらに属する。（現在連携はしていない。） 

・(株)アディッシュプラスのサービスを紹介するだけ。 

・現状においては、通信事業者の有するプラットフォームシステム

を活用している。 

 

 

 

 

２） 後から参画してきた団体との取得データの活用や資産にかかる取り決め・ルール 

下表 2-27 のとおり、ほとんどの事例が、取り決めやルールは現時点では設定できていな

いことが分かった。 

次ページには、表 2-29 で取得データの活用や資産にかかる取り決め・ルールを設定して

いる取組の回答内容を、表 2-30 では、取得データの活用や資産にかかる取り決め・ルール

を検討中の取組の回答内容をそれぞれ示した。 

 

 

 

表  ２-２７  取得データの活用や資産にかかる取り決め・ルールの設定状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）上表における「未検討（今後の課題と認識）」とは「検討中」又は「未実施」との回答があったものを指す。なお

「必要性なし」の回答は含まれていない。 

  

②後から参画してきた団体に対する所得データの活
用や資産（API、プラットフォーム）にかかる取り決
め・ルールはあるか？

MaaS
＜９事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

ある 2 0

現在検討中 1 1

未検討（今後の課題と認識） 3 0

非該当・無回答 3 2
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表  ２-２８  取得データの活用や資産にかかる取り決め・ルールを設定している取組の内容  

分類 具体的内容 

MaaS ・運行データ等の提供については、既に GTFS 形式でオープンデー

タとして提供されており、後発の利用者等であっても活用可能。 

・一方で精算等に関わる利用料率などの経済条件については相対で

の交渉事になるため、取り決めが一律で適用されるものではな

い。 

・基本的にはオープン化して取組める体制としているため、ルール

作りについては、今後の取組状況等を見極めながら検討すること

としたい。 

 

 

 

表  ２-２９  取得データの活用や資産にかかる取り決め・ルールを検討中の取組の回答内容  

分類 具体的内容 

MaaS ・昨年度は、短期間の実証事業であったため、当初からの参画団体

についても取り決め・ルール作りをしていない。 

・今後、短期間の実証から実運用に移っていくにあたり、重要な課

題の一つとなっている。 

・また、技術パートナー含め今後の参画団体の拡大に向けても、そ

の前提として、取り決め・ルール作りが必須であると考えてい

る。 

グリスロ ・現在所得中のデータについては、今後特に大学等の研究を広く推

奨していくためオープン化していくことで関係者の合意を得ると

ともに、そのための具体的体制・方法の検討を詰めているところ

でる。 

・民間企業等については従来の共同研究の枠組が、特に東北大学に

おいては基本的には単一企業相手を前提としてしか整備されてお

らず、目指している多様な企業等の参画を得るイノベーション・

エコシステム的なところに対応しきれておらず、その点での学内

規程等の検討は今後の課題となっている。  
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２-４-５ 現状や将来の問題点（今後クリアしていくべき点） 

下表 2-30 のとおり、調査票で示していた選択肢（想定していた現状の問題点や課題）の

全８つの問題点が管内で顕在化している状況にあることが分かった。 

 

表  ２-３０  現状や将来の問題点（今後クリアしていくべき点）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①現状の問題点や課題（改善の余地がある点）
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

限られた人材の中で、事業（取組）を実施しているた
め、緊急的な対応が必要な場面でも、早急な対応ができ
ない状況にある

5 3 3 3

警察や道路管理者との制度上の強い縛りのせいで、妥協
したり、取りやめた取組がある

1 3 2 2

地元のタクシー会社やバス会社等から民業圧迫の指摘が
あった

5 0 2 0

地元のタクシー会社やバス会社等の運転不足や経営難等
の状況から、担い手を探すのが大変だった

5 2 1 0

効果検証やモニタリングにかかる分析技術が乏しく、
PDCAサイクルを回せず、「やって終わり」の取組や、
「課題があるまま運用している状態」の取組がある

2 0 2 2

あくまでも、「フィールドを借りて事業を実施している
だけ」なので、地元にノウハウや知見などがほとんど残
らない状態

0 0 1 0

交通事業者とのコミュニケーション不足でなかなか実証
実験から次のステップやビジネスチャンスにつながらな
い

1 0 1 0

地元フィールド（地方自治体や住民・地元事業者）が当
該事業をうまく利活用する意識がなくて、もったいない
状態

6 0 1 0

非該当・無回答 1 1 2 0
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２-４-６ 事業継続の障壁（バリア） 

下表 2-31 に示すとおり。具体的には、「交通事業者の経営上の問題」、「お金」、「専

門知識ある人材・企業」、「地域のマネジメント体制」、「法制度」、「関係者間のルール

決め」、「行政の協力体制」等が挙げられる。 

 

 

表  ２-３１  事業継続の障壁（バリア）（次ページ以降も続く）  

分類 具体的内容 

MaaS ・国の補助金が目減りしているため、当初の想定よりゆっくりした

ペースでしか取り組めない。 

・会津エリア内でも市町村によって関心度・理解度に温度差がかな

りあり、想定していたスピードで横展開が進まない。 

・取得データの活用は必要だと感じているが、多様な関係者間での

ルール決めや個人情報の取り扱いなどをどう定めればよいか分か

らず、課題となっている。 

・地域の交通事業者においても、ドライバーなどの高齢化によって

規模縮小や撤退が今後は増えてしまうことが懸念。地方の労働力

不足を鑑み、都市部から職を求めている方々を移住させてでも解

消するような大きな取り組みが求められると思う。 

・人口減少地域においてＭａａＳの取組が持続できるだけの経済性

が確保できること。 

・事業実施財源の確保。 

・法整備。 

・労働人口の減少及び労働コストの上昇。 

・システムコスト負担により、事業収益の大部分がシステム開発

費・システム運用費・通信費等に消えていく可能性が高く、地方

中小企業が自社でシステム開発するのは資本力が課題となる。結

果、いいアイディを考えついてビジネスモデルをある程度構築で

きても、展開する際に資本力のある企業に席巻されてしまう危険

性が多分にある。 

・持続可能な事業とするためには、将来にわたり担い手（ドライバ

ー）の確保が必要である。 

・ICT システムを導入することは、イニシャルだけでなくランニン

グコストの負担も生じることから、システム導入に伴う生産性(収

益性)向上を図り、事業の持続可能性を高める必要がある。 

・また、地域全体で取組みを進める上では、交通事業者と地域事業

者が連携体制を強化する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

分類 具体的内容 

自動運転 ・自治体の協力（今後は改善されていることが期待されている）。 

・電磁誘導線の敷設コストが高い。 

・事業収入を得る方法が限定的（運営主体による制約）。 

・補助金を得るために適した制度が自動運転に関してはほとんどな

い。 

・車両メンテナンス対応に時間がかかる（メーカーが遠方）。 

・車両が１台しかなく、車両故障時に運行が不可。 

・車両構造上、耐久性が弱い（幌のファスナーや隙間の存在）。 

・雪国であるので、冬期における除雪の対応や費用の捻出。 

・レベル４実施において警備員とバリケードの設置が必須となって

おり多大なコストがかかっている。 

・自動運転を公道で行うための法整備。 

・自動運転環境整備にかかるコスト。 

・専用道のみならず、一般道も想定すると地上側の自動運行補助

施設をどこにどれだけ整備するのかという議論。 

が出てくるが、これらの整備に係るコストを交通事業者単体で賄

うことは難しいと考える。 

・車両の一般制限値に関する考え方。 

・例えば、従来のバスを自動運転化した際に、各種センサー類が

車両の幅員に影響を及ぼすケースが発生する。 

・各種センサー類は、一般車両のミラー相当の働きも担う。ミラ

ーは車両の幅員に影響を及ぼさない扱いである一方でセンサー

は幅員に影響を及ぼすとなると、同じ型のバスでもその扱いが

大きく変わるケースが発生する。 

・運転操縦以外への対応。 

・完全無人の自動運転サービスは、運転操縦の自動化のみならず、

サービスそのものの自動化もクリアできている必要があるが、現

時点では、バスをご利用になるご高齢者や車いす対応等を自動で

行うことが難しい等の課題も残る。最終的には、自動運転バスに

乗るための専用乗車ルールを作る等、お客さまにお願いするルー

ル設計なども議論になるのではと考える。 

・法令整備だけで無く実施に向けたガイドラインがないと取組は難

しい。 

・将来的に取組を継続する上での予算・人員の確保が確立されてい

ない。 

・本プロジェクトの肝となっている自動運転や貨客混載などの取組

を社会実装する段階までに、現行法規制が緩和されるか、またそ

うした事業の担い手が現れるかどうか。 

・サービスの収益性を確保し、自立的で持続可能なスキームにでき

るかどうか。 

 

 

 



 

38 

分類 具体的内容 

グリスロ ・初期及び運用に対する費用。 

・グリーンスローモビリティでは、最高速度 20 ㎞未満の車両であ

るため、身近な移動のみでの運用が想定されているが、限定的な

利用になる。 

・市街地部ではある程度の利用も見込めるが、半島沿岸部では、別

の手段も必要となってくると思われる。 

・事業開発にあたり、実証事業の形での支援は必要なものだが、実

証事業運営のための事務作業が多く、本来取り組むべき事業開発

に十分な時間が割けない。 

・現在は国道 102 号の規制に関わる検討であるため、道路管理者が

主体的に検討を進めているが、代替交通の運営は道路管理者では

実施出来ないことから、将来の事業実施主体の選定・構築が課題

となると考えている。 

CASE 

次世代モビリティ 

・現地拠点の年度をまたいだ持続がほぼ唯一最大の課題。 

・福島浜通りの創造的復興に向けて最も有効性の高い取組として認

識いただき、定常的な体制への支援を国レベルで担保いただきた

い。 

・全国におけるモビリティ・イノベーションの従来にない取組拠点

であり、特に学主導かつ幅広く学際融合連携の上、現実的な新産

業創生とそのための人材育成の拠点となる構想であり、何よりこ

れまでの全国における他取組を有効化して次代に活かすものとし

て十分理解いただきたい。 

・地域が導入するための財源確保。 

・現時点での実証内容については、特段障壁はない。 

・現時点では計画していないが、仮に、歩行領域 EV（立ち乗り）を

導入・活用することとなった場合には、規制緩和等の必要があ

る。 
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２-４-７ 国（各省庁）や関係機関にして欲しい支援や対応ニーズ 

下表 2-32 に示すとおり。 

具体的には「全国的なノウハウ・知見の共有」や「産学官のマッチング」、「法制度の見

直しや規制緩和」、「各種予算面の拡充」等が挙げられた。 

 

 

表  ２-３２  国（各省庁）や関係機関にして欲しい支援や対応ニーズ（次ページ以降も続く）  

分類 具体的内容 

MaaS ・関心のある自治体・地域とのマッチングを促す仕組みがあるとよ

い。 

・取得データに関する関係者間でのルールや個人情報の取り扱いに

ついて、参考になる取り組み事例が知りたい。 

・オンデマンド交通の運行にかかる経費を緩和する自由度の高い補

助金制度や、既存路線バスとオンデマンド交通の統合などで、よ

り柔軟な生活と観光の足が実現するような後方支援制度があると

良いと思う。 

・事業実施財源の支援。 

・地域の交通インフラの会社はすでに、税金の投入がないと成り立

たないビジネスモデルになっている。そのため、自動運転も含め

た MaaS の取り組みは地方ほど、スピード感をもって進めていか

ないといけない。 

・様々なサービスが出てきているので、それを活用できるような体

制が望ましい。なお、使えないからという理由で、高齢者用など

に紙での運用などを並行して行ったりするが、2 重の体制を作る

より、そのお金をリテラシーの向上に充てた方が有効と考える。 

・中小企業の独創的なアイディア並びに小さいながら成功させてい

る事業取組のビジネスモデルを保護するような支援制度が欲し

い。 

・大手の技術・設備を持った企業が地方中小企業のアイディアを具

現化する支援するようなサポート制度が欲しい。成功後にはしっ

かりと利益配分がアイディアを出した中小企業側にも応分の利益

が継続的に残るような支援の制度をお願いしたい。 

・市民向けの事例集などのとりまとめや技術支援が必要である。 

・全国的な取組みの中でも特に課題面で情報共有を図る機会が必要

であると考えている。 

・また、地域が抱える課題面をフォローアップする、専門性やノウ

ハウを持った企業・団体等とのマッチング機会の創出等の支援に

ついて検討いただきたい。 
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分類 具体的内容 

自動運転 ・地元自治体（村、県）や地元企業、団体・各種法人等からの人的

サポート、経済的サポート。 

・関係機関からの補助金のサポート（自治体や団体等）。 

・車両のメンテナンスサービス（メーカー）。 

・寄付、クラウドファウンディング（個人や企業、団体等）。 

・ふるさと納税の対象（村）。 

・ネーミングライツ。 

・スポンサー（車両ステッカー等）。 

・活動範囲拡張のための舗装、インフラ（電磁誘導線や RF タグ）整

備に関する支援、補助。 

・自動運転環境整備に係る予算面での支援。 

・社会受容性醸成に向けた国や関係機関（自治体）等による積極的

な地域住民への働きかけ。 

・ビジネスを成立させるために規制になることがあれば規制緩和の

支援。 

・補助金。 

・ガイドライン。 

・法令整備。 

・技術レベルの向上。 

・条件がそろってから民間企業が取り組めるものとすべき。 

・地域における交通課題検討の体制の構築・維持に行政からの一定

補助・支援等があるとよいかも知れないが、モビリティを単なる

交通・物流のみと考えず、その他関係する経済産業活動をモニタ

リング・マネジメントする基本ツールとして、特にコネクテッド

であることを前提に活用する地方行政施策推進におけるデジタル

化とそれによる自立分散的経営を志向して位置付けるべきと考え

られる。 

・各自治体が抱える課題とその解消に向けた取り組み（構想含む）

を分野別に集約し、各々の分野で障壁となるであろう法規制を積

極的に緩和・促進するような部署があるとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

41 

分類 具体的内容 

グリスロ ・車両や運用方法等において柔軟な対応ができるよう、道路交通法

をはじめとする既存の規制やルールについての緩和。 

・全国的な取り組みの勘所事例集をまとめてほしい。サービス化ま

での流れ（ニーズ調査（需要面、技術面）、地域との調整、許認

可の取得、等）が整理されていると参考になると思われる 

・交通管理者が権限を有する規制うち、社会実験の実施に係わる規

制について、さらなる緩和が必要。 

CASE 

次世代モビリティ 

・省庁の枠組を超えた、包括的な事例収集を行ってほしい。 

・また本調査では調査対象に記入の負担が大きいやり方となってお

り、その点で本件より他の事例について、十分な回答が率として

得られているか懸念が大きい。調査方法、データ収集方法につい

ては不断の見直しも含めて再検討を続けていただきたい。 

・本分野においては、官民の取組として学の視点無いままに進めら

れるケースが未だ多く、客観的視点に欠けるところが多い。そも

そもスマートモビリティに関する全国組織体制において、ごく一

部の特定機関を除き、大学等が明示的な参画対象にされていない

点は改善いただきたい。 

・地域が『コミュニティ・カーシェアリング』を導入したい時にイ

ニシャルコストがかからない仕組み。地域へ専門家を一定期間派

遣したり、そのための経費を地域へ補助できる支援があるとこの

仕組みの普及は加速すると思う。 

・国が規制緩和のスキームを作り、積極的に発信していただきた

い。 
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２-５ リストのとりまとめ結果 

リストの詳細項目は下表のとおり。 

 

表  ２-３３  掲載情報一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：上表の青字は「ロールモデルとしての評価」であり、経産省が取組に求めている５つの視点。 

☞①異業種との連携による収益活用・付加価値創出 ②他の移動との重ね掛けによる効率化 

③モビリティでのサービス提供 ④アプリ・システム等の活用による効率化 

⑤地域 MaaS 創出に向けた次世代自動車の活用  

提案

提案

人口規模

高齢化率

地理的条件

積雪状況

・現状の交通課題や移動ニーズを把握・分析できているか？

・将来のビジョン、事業実施における課題が明確か？

・課題解決に即した交通施策が設定できているか？

提案

・商業・医療・行政サービス等の維持が困難な地域の場合、モビリティを提供す
ることで、住民がサービスを享受できそうか？

提案

・新しいモビリティサービスに対応した車両の活用による自動車マーケットの可
能性を検討し、東北地域におけるものづくり産業への波及しそうか？

提案

・事業の実施主体が明確であり、適切な体制整備がなされているか？

・参画する団体において当初からの参画団体ではない後から参画した団体の
場合、所得データの活用や資産（API、プラットフォーム）にかかるルール作りを
定めているか？

提案

・そもそも、資産（API、プラットフォーム）は誰のものか決めているか？ 提案

・サービスコストなどを踏まえ、収益化が可能なモデルであるか？

・他地域への展開・応用がきくか？また他地域への展開・拡大を考えている
か？

提案

・物流、介護送迎、通院・通学等地域に存在する移動アセットを重ね合わせ効
率的に利用することで、モビリティサービスの収益性を高められそうか？

提案

・ステークホルダーとの調整がついているか？

・観光や不動産等の異業種との連携により、複合サービスの一部としてモビリ
ティサービスが持続可能となりそうか？

提案

・法規制上のボトルネックを特定し、対策がとれているか？

・個人情報流出にかかる責任の所在はどのような形で明らかにしているか？ 提案

・取得したデータをフィードバックする体制が構築できているか？

・実施主体が任意団体の場合、参画団体のどの範囲までが取得した（貴重な）
データを保有・活用できるか決めているか？

提案

・アプリやシステム等を活用した位置情報伝達の効率化や関連データの可視化
及びインセンティブ付与等による需要側の行動変容を促しているか？（促せそう
か？）

提案

事業継続にかかる
リスク認識

・事業を停止せざるを得ないとなる要因の中で、一番リスクが高いのはどんな事
象の場合か？（例：API構築にベンチャー企業が深く関わっているが、当該企業
が何らかの理由で脱退した場合は、引き続ける団体がいない等）

提案

提案

取組の社会的効果

事業にかかる基
礎情報

事業名

実施場所（県・市町村名）

参画団体

事業規模（事業に要する費用）

対象としたモード

事務局窓口（連絡先等）

事業実施地域の
基礎データ

取組概要 取り組みの背景・課
題認識

サービスの概要

取組み目標・ＫＰＩ

苦労している点・苦労した点（実施前・実施中・評価時）

特徴的な取組
み・他地区への
参考となるポイン
ト

適切な体制整備

ビジネスモデル

利害関係

法令順守に資する
対策実施状況

取得データの利活
用
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２-５-１ 各事例のリストまとめ 

以下の事例についてリストをとりまとめた。 

 

表  ２-３４  とりまとめ事例一覧  

分類 事業名 取組の概要 

MaaS 

岩手県北バス by すぐのれ〜る 
仙台空港と松島・平泉・花巻を結ぶ高速バ
スの販売拡大を目的に、宮城県の事業と連
携し多言語対応の MaaS アプリを導入。 

TOHOKU MaaS 仙台・宮城 trial 

2021 年 4 月～9 月実施の東北デスティ
ネーションキャンペーンに向けたオンデマ
ンド交通等の実証実験を 2020 年 9 月～
11 月に実施。 

TOHOKU MaaS 

2021 年 4 月～9 月実施の東北デスティ
ネーションキャンペーンにて、旅行プラン
ニングサービスや交通フリーパス、オンデ
マンド交通の運行等を提供。 

超高齢社会における「郡山版
MaaS」モデル創出プロジェクト 

超高齢化社会における、IT を活用した定額
タクシーの供給。 

会津 Samurai MaaS 
日常生活と観光周遊の移動問題解決と、新
たなニーズへの対応を目的に MaaS アプ
リを開発し、異業種間の連携を図る。 

いわき版 MaaS 推進事業、グリーン
スローモビリティの効果的導入実証
事業 

既存公共交通の高度化と、地域サービス型
MaaS の構築により、人流促進、地域活性
化、交通事業者の生産性向上を図る。 

自動運転 

道の駅かみこあに自動運転サービス 
自宅～交通拠点間のラストワンマイルを自
動運転車両でカバー。将来は観光ツーリズ
ムの移動サービスに位置付ける。 

自動運転や MaaS 等最新技術の活用
による復興、住民帰還の加速に資す
る移動サービスの構築 

交通事業の担い手不足が深刻化する福島県
浪江町において、自動運転技術等を活用し
た公共交通の実証実験を実施。 

グリーンスロー 
モビリティ 

ノーマライゼーションという言葉の
いらないまちづくりのための実証事
業（観光客の市内周遊の利便性向上
及び災害復興公営住宅から買物・通
院・通学等の足の提供） 

誰もが住みやすいまちを目指し、環境と人
に優しいグリーンスローモビリティ車両運
行の実証調査を実施。 

ＣＡＳＥ／ 
次世代モビリティ 

石巻市の「コミュニティ・カーシェ
アリング」の発展と他地域展開等を
通じた地域課題解決活動 

東日本大震災で失われた生活の足の確保と
地域コミュニティ形成に資するコミュニテ
ィ・カーシェアリング事業。 
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① 岩手県北バス by すぐのれ～る 

表 ２-３５ 岩手県北バス by すぐのれ～るのリスト（次ページ以降も続く） 

事業にかか

る基礎情報 

事業名 〇岩手県北バス by すぐのれ〜る 

実施場所（県・市

町村名） 

〇仙台空港・松島・平泉線 

岩沼市・仙台市宮城野区・松島町・平泉町 

参画団体 〇地元県内の団体・企業 

 ・岩手県北自動車株式会社 

〇東京など東北エリア外に資本がある（拠点を持つ）団体・企業 

 ・株式会社みちのりホールディングス 

 ・株式会社エムティーアイ 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇非公開。 

 

対象としたモード 〇バスチケット予約購入・観光地における案内及び特典・モデ

ルコース 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：岩手県北自動車株式会社 

〇電話番号：022-259-8151 

事業実施地

域の基礎デ

ータ 

人口規模 ― 

高齢化率 ― 

都市類型 大都市／地方郊外・中山間地／観光 

積雪状況 ― 

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

〇各沿線観光施設の協力により、各店舗の入場料の事前購入・

発券・精算まで出来るようにしたい。また他の交通機関（飛行

機・JR・バス・タクシー）との連動も行いたい。 

サービスの概要 〇仙台空港から、東日本大震災後の新興エリア「仙台港」を経由

し、日本三景の「松島」、世界遺産の「平泉」を直接結ぶ国内・

海外問わず観光客が利用できるバスを 2017 年 1 月より運行

を開始。更なる利用客の利便性を向上させるべく 2018 年 12

月観光型 MaaS アプリの導入を開始した。この MaaS アプリ

の導入は、宮城県の仙台空港発着二次交通利用拡大事業委託

業務と連携し、インバウンド利用を促進することを目指した

ものである。 

〇この MaaS アプリでは、バス検索から予約・支払・発券まで

を行い、さらには沿線の観光施設の紹介及びクーポンの発行

（※1）といった機能をスマートフォンひとつにまとめてお

り、日本語以外に、英語、韓国語、繁体字、簡体字に対応して

いる。 

※1 現在はスマホ提示による割引特典のサービス。将来的には

各店舗での利用クーポンを発行まで構築したい。 

取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇非公開。 

 

特徴的な取

組み・他地区

への参考と

なるポイン

ト 

適切な体制整備 〇当面はコロナ終息後が目標となるが、国内外の個人やグルー

プでの旅行客（FIT）の割合が、団体旅行に比べ増加すること

は確実であり、より多くの交通事業者が参加することで面的

な広がりを持ち、利便性を向上させることが必要。 

〇利用客利便性を考えれば、各交通機関が自由に且つ気軽に乗

り継ぐことが出来、東北の各地域が MaaS を活用し連携が取

れることが望ましく必要と考える。 
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ビジネスモデル 〇非公開。 

利害関係 〇販売単価が低い飲食などのセット販売では、手数料収入の期

待は低く、一定のボリュームが無ければ、複合的なサービス

の発掘や運営提供されるデータ等のメンテナンスコストと釣

り合わず、展開可能性が低い。 

法令順守に資する

対策実施状況 

〇欧州の個人情報取扱いのルール（GDPR）対応が難しく、販売

対象を絞り込むことで実施している。また旅行業法の扱いの

中で実施していることから、現時点では該当するボトルネッ

クはないと認識。 

取得データの利活

用 

〇非公開。 

 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇特になし。 

 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇非公開。 

 

取組の社会的効果 〇取組により、中心市街地活性化や観光振興地域経済の活性化

等が期待できる。 
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② TOHOKU MaaS 仙台・宮城 trial 

表 ２-３６ TOHOKU MaaS 仙台・宮城 trial のリスト（次ページ以降も続く） 

事業にかか

る基礎情報 

事業名 〇TOHOKU MaaS 仙台・宮城 trial 

実施場所（県・市

町村名） 

〇宮城県仙台市秋保エリア 

参画団体 〇地元県内の団体・企業 

 ・東日本旅客鉄道株式会社仙台支店 

 ・タケヤ交通（バス会社）  

・秋保交通（タクシー会社） 

〇東京など東北エリア外に資本がある（拠点を持つ）団体・企業 

 ・東日本旅客鉄道株式会社本社 

 ・NTT ドコモ 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇非公開。 

対象としたモード 〇オンデマンド交通 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：東日本旅客鉄道株式会社 

〇担当：MaaS・Suica推進本部 

事業実施地

域の基礎デ

ータ 

人口規模 1,082,159 人（仙台市） 

高齢化率 21.66％（仙台市） 

都市類型 大都市／地方都市／地方郊外・中山間地／観光 

積雪状況 一部豪雪地帯（仙台市） 

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

〇外出控え、マイカー移動へのシフトが顕著であることが把握

できている。 

〇当面は東北 DC期間中のサービス開始と持続可能性の検証。 

サービスの概要 〇2020 年 2月に仙台エリアで観光型 MaaSの実証実験を実施、

その後、9 月〜11 月にかけて仙台・宮城エリアに拡大してオ

ンデマンド交通を新たに加えた形で第二弾の実証実験を実施

した。いずれも 2021 年 4 月から 9 月の東北デスティネーシ

ョンキャンペーン期間に合わせて展開予定の TOHOKU 

MaaS のサービス内容検証のため。 

〇スマートフォンで旅行プランを組み立てられる旅行プランニ

ングサービスや秋保エリアでのオンデマンド交通実証運行、

仙台周辺の交通フリーパス、仙台と県内の観光地を結ぶ高速

バスのデジタルチケットなどが利用可能。 

取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇非公開。 

特徴的な取

組み・他地区

への参考と

なるポイン

ト 

適切な体制整備 〇将来的には、東北エリア内の参画団体の拡大が必要だと思う。

二次交通を地元の交通事業者と連携して進めることが当初か

らの考えである。 

ビジネスモデル 〇鉄道利用促進に資すると判断して、オンデマンド交通にかか

る費用を負担しているが、オンデマンド交通単体では運賃収

入が僅少であり、収益事業には全くならないと考えるから。

宿泊施設や地域の中学校傍を乗降ポイントに入れていたこと

から、上記は一部実現していたと言えるが、これで収益性が

高まるようなものではないと思う。 

利害関係 〇地域公共交通会議での付議、承認を経て地域の運輸支局に許

可申請をしている。 
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法令順守に資する

対策実施状況 

〇非公開。 

取得データの利活

用 

〇必要性なし。 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇地元のタクシー会社やバス会社等の運転不足や経営難等の状

況から、担い手を探すのが大変だった。 

〇道路運送法 21 条に基づく地域乗合運送を時限的にチャレン

ジする場合であっても、自治体、交通事業者、許認可機関、公

共交通会議委員への説明、地元住民への説明など、手間は非

常にかかるが、公共交通に手を入れるというのは、それだけ

大変なことだという意味と理解している。簡単に部外の民間

企業などが収益を目論むような分野ではない。MaaS を持ち込

めば全て課題が解決するかのような机上の理論は全く役に立

たないし、MaaS を展開することが目的になっているような事

業者が手掛けるようなことがあってはならないと思う。 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇地域の交通事業者においても、ドライバーなどの高齢化によ

って規模縮小や撤退が今後は増えてしまうことが懸念。地方

の労働力不足を鑑み、都市部から職を求めている方々を移住

させてでも解消するような大きな取り組みが求められると思

う。 

取組の社会的効果 〇取組により、中心市街地活性化や観光振興地域経済の活性化

等が期待できる。 
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③ TOHOKU MaaS 

表 ２-３７ TOHOKU MaaS のリスト 

事業にかか

る基礎情報 

事業名 〇TOHOKU MaaS 

実施場所（県・市

町村名） 

〇青森・秋田・岩手・宮城の 4 県 4ヶ所。 

参画団体 〇非公開。 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇非公開。 

対象としたモード 〇オンデマンド交通 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：東日本旅客鉄道株式会社 

〇担当：MaaS・Suica推進本部 

事業実施地

域の基礎デ

ータ 

人口規模 － 

高齢化率 － 

都市類型 大都市／地方都市／地方郊外・中山間地／観光 

積雪状況 － 

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

〇非公開。 

サービスの概要 〇今年の 4 月から 6 ヶ月間は、より広範囲（具体的には青森・

秋田・岩手・宮城の 4 県 4 ヶ所）において、秋保で実施した

ものと同様のオンデマンド交通を展開するべく準備（東北運

輸局に申請など）を進めている。 

取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇非公開。 

特徴的な取

組み・他地区

への参考と

なるポイン

ト 

適切な体制整備 〇非公開。 

ビジネスモデル 〇非公開。 

利害関係 〇非公開。 

法令順守に資する

対策実施状況 

〇非公開。 

取得データの利活

用 

〇必要性なし 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇非公開。 

 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇非公開。 

取組の社会的効果 〇取組により、中心市街地活性化や観光振興地域経済の活性化

等が期待できる。 
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④ 超高齢化社会における「郡山版 MaaS」モデル創出プロジェクト 

表 ２-３８ 超高齢化社会における「郡山版 MaaS」モデル創出プロジェクトのリスト（次ページ以降も続く） 

事業にかかる

基礎情報 

事業名 〇超高齢社会における「郡山版 MaaS」モデル創出プロジェクト 

実施場所（県・市町

村名） 

〇福島県郡山市安積町及び三穂田町 

 

参画団体 〇地元県内の団体・企業 

・郡山観光交通株式会社 

・福島大学吉田樹研究室 

・株式会社プレイノベーション 

・福島交通株式会社 

〇東京など東北エリア外に資本がある（拠点を持つ）団体・企業 

・ジョルダン株式会社 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇非公開。 

 

対象としたモード 〇定額タクシー（エリア定額乗り放題タクシー）・乗合タクシー・

路線バス 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：郡山観光交通株式会社 

〇電話番号：024-945-0700 

事業実施地域

の基礎データ 

人口規模 335,444 人（郡山市） 

高齢化率 24.40％（郡山市） 

都市類型 地方都市／地方郊外・中山間地 

積雪状況 一部豪雪地帯（郡山市） 

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

〇経済的理由・身体的理由・家庭的理由など様々な理由で外出し

たくとも希望通りの外出がかなわない方々がたくさんいる。 

その中で、タクシーはドアツードアで便利だが料金が高い、路

線バスは金額的に安いが乗り換えが大変、なので無理して自分

で自家用車を運転している、また家族の送迎に頼って外出して

いるという方々に、自家用車の代わりになる存在としての乗り

物を提案する事業となっている。 

サービスの概要 〇定額タクシーの供給効率を高め、サービス提供者の生産性を高

めるためには ITの活用が重要である。また、IT を活用するこ

とによって、受益者の利便性向上も高まることが期待される。 

取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇当面のゴール：定額タクシー会員数：100 名 

定額タクシー会員目標：1 年後＝200 名 

会員 1 名あたり外出回数目標：10 回 

〇申込者の定額タクシー利用以前の移動手段：「自家用車・家族

送迎」などタクシー以外７０％以上 

定期券継続利用率：50％以上 

定額タクシー会員数：200 名超 

特徴的な取組

み・他地区へ

の参考となる

ポイント 

適切な体制整備 〇交通事業は個々の地域事情が事業運営に大きく反映されるた

め、事業エリア展開の際には各地域の地元交通事業者との連携

が欠かせない。 

ビジネスモデル 〇サービスコスト等を踏まえ、収益化が可能なモデルであると思

っている。 

〇人口減少社会の中でバス・タクシーに係る労働人口も減少して

いる。そういった中で、不採算路線バス経路の縮小する反面、

大動脈路線での運行本数を増やし、そのうえで、廃止路線周辺
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地域でのタクシー車両を定額料金にて活用することによって、

タクシー業界・路線バス業界の両方の収益力向上が期待できる

と考えている。 

〇また、幼稚園送迎・病院送迎等の現在白ナンバー車両による自

家輸送している移動に関しても地域前他の仕組みに取込こと

によって、より地域全体の資源の有効活用した移動手段となり

うると考える。 

利害関係 〇まだ実験過程であり、エリア拡大の状況に至っていないため、

ステークホルダーとの調整に至っていない。 

〇今後、ユーザーの移動先での目的先（飲食・観光・娯楽等）と

の連携していきたいと考えている。 

法令順守に資する

対策実施状況 

〇現時点では社会実験中という事で、「道路運送法 21条」を適用

して対応している。将来的には、タクシー料金の「定額タクシ

ー料金」による運用を検討する。 

〇会員制の仕組みのため、個人情報についてはどうしても取得管

理せざるを得ない。流出防止策についてより慎重な対策を検討し

ていきたい。 

取得データの利活

用 

〇パートナー団体である福島大学吉田ゼミにおいて、データの分

析及びヒアリングによる調査を依頼している。 

〇基本的に、幹事会社である当社のほうでデータを保有管理し、

福島大学等のパートナー団体と共に分析・利活用していく考え。 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇非公開。 

 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇非公開。 
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⑤ 会津 Samurai MaaS 

表 ２-３９ 会津 Samurai MaaS のリスト（次ページ以降も続く） 

事業にかかる

基礎情報 

事業名 〇新たな地域需要創出等を目指した、システム・地域・異業種連携

による地方版「多用途連携型 MaaS」構築プロジェクト 

（令和 2 年度 会津 Samurai MaaS プロジェクト） 

実施場所（県・市町

村名） 

〇会津若松市及び会津エリア（会津 11 市町村） 

参画団体 〇地元県内の団体・企業 

・会津乗合自動車株式会社（みちのり HDグループ） 

・会津鉄道株式会社 

・株式会社デザイニウム 

・会津若松市 

・福島大学 

・会津大学 

・会津カード運営協議会 

・会津若松市地域公共交通会議及び会津圏域地域公共交通活

性化協議会 

〇東北エリアの団体・企業 

 ・東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 

〇東京など東北エリア外に資本がある（拠点を持つ）団体・企業 

 ・日本電気株式会社 会津イノベーションセンター 

・アルプスアルパイン株式会社 

・三菱商事株式会社 

・株式会社ケー・シー・エス 

・ITS Japan 

・日立 MaaS協議会 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇非公開。 

 

対象としたモード 〇鉄道（JR 磐越西線・只見線、会津鉄道の１１市町村内全路線） 

〇路線バス（会津バス、磐梯東都バスの１１市町村内全系統、広田

タクシーのレトロバス「猿游号」、金川町・田園町住民主体コミュ

ニティバス） 

〇一般乗用タクシー 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：株式会社ケー・シー・エス 

〇担当：コンサルティング本部 

〇電話番号：03-6240-0581 

事業実施地域

の基礎データ 

人口規模 124,062 人（会津若松市） 

高齢化率 28.14％（会津若松市） 

都市類型 地方都市／地方郊外・中山間地／観光 

積雪状況 全域豪雪地帯（会津若松市） 

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

本事業に関連する交通課題・移動ニーズは以下の通り。 

①日常生活での交通課題・移動ニーズ 

・市の中心市街地及びその周辺の住宅地においては、城下町特

有の都市構造・道路状況等により、次のような交通課題が存

在している。 

○循環バスの遠回り感の解消。 

○東西の移動確保。 
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○交通空白・不便エリア解消。 

②観光周遊での交通課題・移動ニーズ 

○会津若松市まちなかの観光周遊 

○会津広域エリアの観光周遊 

○会津への来訪時の移動手段 

 

【将来のビジョンと当面のゴール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの概要 〇“MaaS や ICT で暮らしがどう変わるのか”、“ICT の力で公共

交通の課題解決は可能か”、などをテーマにした「公開フォー

ラム」を会津若松市で開催。地元交通事業者や ICT 企業等が

参画。 

・フォーラム参加メンバー等で「MaaS 勉強会」の開催（計 5

回）、現地視察の実施。 

・勉強会メンバーで協議会の立ち上げ（構成員、規約作成、会

津若松市との協定締結、口座開設等）。 

・協議会名で国土交通省新モビリティサービス推進事業への

申請準備。 

〇3年間のロードマップを描いた上で、初年度は「とにかく一歩

踏み出す」「交通事業者が困っていることをまず解決してみる」

「本丸は生活 MaaS だが、取り組みのイメージしやすい観光

MaaS から取り組む」という共通認識で実証実験をスタート。 

・実証実験としては、基本 MaaS アプリの作成し、「教育旅行

MaaS」「大内宿観光MaaS」「バス＋タクシー生活 MaaS」の

３つの事業を実施。 

・国土交通省の補助事業「新モビリティサービス推進事業」を

活用 

〇2年目は、前年度の実証結果を発展させ、より広域エリア且つ

複数モード間の連携や、会津地域外（日立等）のMaaS の取り

組みとの連携などに取り組んでいる。 

〇連携のためのツールづくり（アプリ・連携基盤システム等）を

行い、移動手段が不足している地域への新たな交通手段（AI オ

ンデマンド、相乗り型タクシー等）を導入し、その上で、既存

公共交通（鉄道・バス等）と新たな交通手段、目的施設等を含

めったモード間の束ね、異業種との掛け合わせの取り組みを実

高校通学MaaS
• 通学定期券の
電子化

会津まちなか観光
MaaS
• 周遊バス、路線
バス、タクシー等

会津広域観光MaaS
• 鉄道・バス＋施設・
店舗等の広域周遊
アプリの実証

まちなかコミュニ
ティMaaS
• AIオンデマンド、
相乗り型タク
シー等

大内宿観光MaaS
• 会津鉄道＋レトロ
バス＋JR＋観光路
線バス＋店舗

タクシーデリバリー
MaaS
• 飲食店＋温泉
街宿泊施設

ひたちMaaS

東北6県の観光型MaaS

まちなか生活
MaaS実証
• 路線バス定期券
＋定額タクシー
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会津エリア
生活MaaS

第一ステップ
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MaaSの実装

• 様々な交通モードをスマホ1つ
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ことができる

• 経路検索をすると、付帯して
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得ることができる（逆もあり）

• 予約・決済も一元的にできる

• 多言語対応

大内宿観光MaaS
実証
• 会津鉄道＋レト
ロバス
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施。 

・実証実験としては、前年度の基本 MaaS アプリを改修すると

ともに、MaaS連携基盤システムを構築し、「会津まちなか観

光 MaaS」「会津広域観光 MaaS」「まちなかコミュニティ

MaaS」を実施。また、本事業とは別で交通事業者や大学等

が主体となり実施する「通勤 AI オンデマンドバス実証」「タ

クシーデリバリー実証」とも連携。 

・国土交通省の補助事業「新モビリティサービス推進事業（観

光振興事業費補助金）」を活用 

取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇非公開。 

 

特徴的な取組

み・他地区へ

の参考となる

ポイント 

適切な体制整備 〇非公開。 

 

ビジネスモデル 〇MaaS 自体に収益化を求めるのではなく、MaaS により公共交

通の利便性・分かりやすさが向上し、利用者・運賃収入が増え

ることを目指している。 

〇現在は、アプリ・連携基盤システム等の構築・開発費用で大き

な事業費となっており、国交省等の補助事業を活用している。

一方で、これら初期費用を除くランニングでみると、サーバ代

や決済手数料、アプリ改修費など大きな費用はかからないと想

定され、MaaS 自体で収益化を図らなくてもそれほど大きな負

担にはならないと考えられる。 

〇今後、共通チケット・共通定期券の販売手数料や、店舗・施設

等からの広告収入等を得ることで、ランニングコストを賄うこ

とも検討していきたい。 

利害関係 〇公共交通の広域周遊チケットを見せると店舗・施設等で割引等

特典が得られる仕組みを活用し、連携した複合サービスを展開

する。 

〇今後は、店舗・施設等の入館料や割引サービスと交通チケット

がセットになったパッケージ商品など、より深い連携複合サー

ビスを展開したい考え。 

法令順守に資する

対策実施状況 

〇非公開。 

 

取得データの利活

用 

〇非公開。 

 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇非公開。 

 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇非公開。 

 

取組の社会的効果 〇取組による移動弱者のサポートのほか、中心市街地活性化や観

光振興地域経済の活性化等が期待できる。 
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⑥ いわき版 MaaS 推進事業 

表 ２-４０ いわき版 MaaS 推進事業のリスト（次ページ以降も続く） 

事業にかかる

基礎情報 

事業名 ○いわき版 MaaS推進事業 

○環境省「IoT 技術等を活用したグリーンスローモビリティの効

果的導入実証事業(“フラシティビークル”を活用した『スマー

ト交通』推進プロジェクト)」 

実施場所（県・市町

村名） 

〇福島県いわき市 

参画団体 〇地元県内の団体・企業 

・福島県タクシー協会いわき支部 

・いわき市次世代交通システム研究会(地元産学官) 

・その他まちづくり団体等 

〇東京など東北エリア外に資本がある（拠点を持つ）団体・企業 

・ソフトバンク株式会社 

・MONET Technologies株式会社 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇非公開。 

 

対象としたモード 〇タクシー、乗合タクシー、ラストワンマイル輸送(グリーンス

ローモビリティ) 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：いわき市 

〇担当：総合政策部創生推進課 

〇電話番号：0246-22-7025 

事業実施地域

の基礎データ 

人口規模 350,237 人 

高齢化率 28.07％ 

都市類型 地方都市／観光 

積雪状況 豪雪指定地域なし 

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

〇本市は、少子高齢化、人口減少に加え、広域多角分散型の都市

構造も起因し、自家用車への依存が中核市の中で最も高く

(76.6％)、公共交通の利用者の減少や公共交通網の衰退が著し

く進んでおり、公共交通徒歩圏カバー率が 22.9％と、全国平均

の 55％を大幅に下回っている。 

〇中心市街地や交通不便地域におけるラストワンマイル交通の

確保等による交通利便性の向上、中山間地域等における高齢者

等の生活の足の確保、来訪者等の二次交通の確保等が求められ

ている。 

〇短期的には、移動手段の選択肢の増(新たな交通インフラの導

入)、既存公共交通の高度化、地域サービス型 MaaS の構築等

を進める。中長期的には、様々な交通インフラを連携させ、マ

ルチモーダル化を進めるとともに、移動・人流データ等を活用

し、地域交通事業者の生産性を高めるとともに、人流を促進さ

せ、地域全体の活性化につなげるなど、本市の地域特性を踏ま

えた「いわき版 MaaS」の構築を目指している。 

サービスの概要 〇ポストコロナ時代に対応した新しい地域サービスとして、利便

性の高い交通手段やサービスを確保し、地域経済の活性化を図

るため、交通事業者や地域事業者等が連携し、本市の地域特性

に応じた次世代交通システム「MaaS」の構築に向けた取組み

を推進するもの。 
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【いわき版 MaaS推進事業】 

〇観光タクシーＭaaS(小名浜・常磐地区をモデルとして、各地区

内のタクシー配車、両地域間を運行する乗合タクシーの利用予

約にシステムを導入する) 

〇おつかいタクシーMaaS(デリバリー商品の発注とタクシーに

よる配達を一括でできるシステムを導入する) 

〇行政 MaaS(オンラインシステムを搭載した車両を活用し、相

談業務等を実施する) 

【IoT 技術等を活用したグリーンスローモビリティの効果的導

入実証事業】 

〇環境省「ＩoＴ技術等を活用したグリーンスローモビリティの

効果的導入実証事業」の採択を受け、本市の交通課題の解消に

向けた ICT 等の先進技術の活用による次世代交通システムの

導入促進を図ることを目的とした実証を実施するもの。 

〇グリーンスローモビリティにオンデマンド機能等を有するＩ

ＣＴシステムを搭載し、観光地、中心市街地、住宅地(団地)で

の交通課題解消に向けた実証運行の実施。 

取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇事業の評価や本格導入の可否判断等をすべく、定量的な数値目

標（KPI）や定性的な目標を設定している。 

特徴的な取組

み・他地区へ

の参考となる

ポイント 

適切な体制整備 〇地域特性に対する理解を踏まえながら、共通する課題等を有す

る地域との連携や事業の横展開等を図るためには、東北エリア

の参画団体が必要であると考える。 

〇実施体制の課題面として、地域事業者、交通事業者の ICT 化

に対する、意識等も含めた対応の遅れがある。 

ビジネスモデル 〇現状においては、一つのサービス毎での収益化は難しいと考え

るが、様々なサービスとの一体化を図った上で収益性を高める

必要があると考えている。特に、新たなサービス導入時〜定着

までの間のコストに関しては、持続性を高める上で課題になる

ものと考えている。 

利害関係 〇非公開。 

 

法令順守に資する

対策実施状況 

〇交通利便性を高めた MaaS を構築する上では、様々な移動サー

ビスを同エリア内で共有させることも必要となるが、道路運送

法のうち乗合事業においては、既存交通事業者との調整が必要

となるなど、利用者目線だけでは解決できない課題もある。 

取得データの利活

用 

〇移動・人流データの取得・分析、移動予測等の導入、データを

活用した交通サービスの高度化や地域事業者への提供などを

一体的に取組む事業を検討している。 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇ICT システムを導入することは、イニシャルだけでなくランニ

ングコストの負担も生じることから、システム導入に伴う生産

性(収益性)向上を図り、事業の持続可能性を高める必要があ

る。 

〇地域全体で取組みを進める上では、交通事業者と地域事業者が

連携体制を強化する必要がある。 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇非公開。 

 

取組の社会的効果 〇取組による移動弱者のサポートのほか、中心市街地活性化や観

光振興地域経済の活性化等が期待できる。 
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⑦ 道の駅「かみこあに」を拠点とした自動運転サービス「こあにカー」 

表 ２-４１ 道の駅「かみこあに」を拠点とした自動運転サービス「こあにカー」のリスト（次ページ以降も続く） 

事業にかか

る基礎情報 

事業名 〇道の駅かみこあに自動運転サービス 

実施場所（県・市

町村名） 

〇秋田県北秋田郡上小阿仁村 小沢田地区、福舘地区、堂川地

区 

参画団体 〇地元県内の団体・企業 

・NPO 法人上小阿仁村移送サービス協会 

〇東北エリアの団体・企業 

・東北地方整備局 

・能代河川国道事務所 

・日本工営株式会社仙台支店 

〇東京など東北エリア外に資本がある（拠点を持つ）団体・企業 

・国土交通省道路局 ITS推進室 

・NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構） 

・HIDO（（一財）道路新産業開発機構） 

・日本工営株式会社 

・ヤマハ発動機株式会社 

・ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇事業に要する総額費用：年間約 0.5百万円 

 

対象としたモード 〇デマンド交通、ラストワンマイル輸送 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：日本工営株式会社 仙台支店 

〇電話番号：022-706-2639 

事業実施地

域の基礎デ

ータ 

人口規模 2,381 人 

高齢化率 48.68％ 

都市類型 地方郊外・中山間地／観光 

積雪状況 全域特別豪雪地帯 

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

【現状の交通課題】 

・高齢者の免許返納者や移動弱者（一人暮らしの高齢者、足

のご不自由な方）の方の移動手段が少なく、特に冬期は路

面の積雪や凍結のため移動が困難。 

・路線バスが本数、路線ともに限定的であり、村民の移動ニ

ーズに対応しきれていない。 

・村内の交通モードが運用主体毎に運営されており、無駄な

コストが発生、運営体制が非効率的。 

【移動ニーズ】 

・高齢、独居、移動がご不自由な方等は、自宅から目的地ま

でのデマンド移動を期待。 

・道の駅や商店等で買い物した荷物も一緒に運んでもらえる

デマンド移動を期待。 

・買い物、通院、見舞い、友人に会う、習いごとに通う、ATM

に行く等のニーズあり。 

サービスの概要 〇過疎地などで、自宅からバスの停留所や道の駅など交通拠点

の間の「ラストワンマイル」を、自動運転車両でカバーすると

いう試みで、これまで全国各地で実証実験が行われてきたも

の。 
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取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇中山間地における自動運転社会実装は、現時点で当事業がわ

が国唯一のモデルであることから、企業・団体・学校等からの

視察・研修・観光ツアーを令和３年から実施予定。 

〇中期的には、北秋田地域における観光ツーリズムの移動サー

ビスとして位置づけ、地域の観光資源を巡る手段としての役

割を担う。 

〇長期的には、他の交通モードとの連携により、村民のニーズ

に合う効率的で効果的な一体的な運営を目指す。 

特徴的な取

組み・他地区

への参考と

なるポイン

ト 

適切な体制整備 〇将来的には、東北エリア内の参画団体の拡大が必要だと思う。 

・今後において、観光系、宿泊系、情報提供系のビジネスパー

トナーの参画が期待されるため。 

・今後において、自動運転車そのものや自動運転サービスを活

用したビジネスパートナーの参画が期待されるため。 

・東北エリア内の他エリアにおける本サービスの導入が期待

されるため。 

〇各種サービスやビジネスモデル実施するための望ましい実

施主体による運営の実現。 

ビジネスモデル 〇観光・物流・宿泊・通院・通学、広域移動の一環サービス等の

輸送サービス、視察・研修等の事業自体の説明サービス等と

連携することで収益性を高めることを射程に入れている。 

〇中山間地における移動制約者の移動支援（積雪寒冷の冬期も

含めて）、観光・物流等地域産業の支援などにおいて、他地域

への展開や応用を行うことができると考えている。 

利害関係 〇非公開。 

法令順守に資する

対策実施状況 

〇非公開。 

取得データの利活

用 

〇非公開。 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇特になし。 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇非公開。 

取組の社会的効果 〇取組により移動弱者のサポートの効果が期待できる。 
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⑧ 福島県浪江町において自動運転の実用化実証実験 

表 ２-４２ 福島県浪江町において自動運転の実用化実証実験のリスト（次ページ以降も続く） 

事業にかかる

基礎情報 

事業名 〇自動運転や MaaS 等最新技術の活用による復興、住民帰還の加

速に資する移動サービスの構築。 

実施場所（県・市町

村名） 

〇福島県双葉郡浪江町 

参画団体 〇地元県内の団体・企業 

・浪江町 

・フォーアールエナジー株式会社 

・双葉町 

・南相馬市 

〇東北エリアの団体・企業 

・イオン東北株式会社 

・日本郵便株式会社東北支社 

〇東京など東北エリア外に資本がある（拠点を持つ）団体・企業 

 ・日産自動車株式会社 

・株式会社ゼンリン 

・株式会社長大 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇非公開。 

対象としたモード 〇簡単で日常的に使える公共交通と、生活の基盤である買物を便

利にする荷物配達サービスを組み合わせたクルマのマルチユ

ース利用により、人・モノの移動効率を上げ、持続可能なモビ

リティサービスの構築を目指す。 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：福島県浪江町 

〇電話番号：0240-34-0237 

事業実施地域

の基礎データ 

人口規模  

高齢化率  

都市類型  

積雪状況  

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

〇浪江町では復興に向けた拠点整備が進み、今後、帰還人口や交

流人口が増えることが予想されるなか、バス・タクシー事業が

ほぼゼロに近い状況であることから、段階的な人口増加に対応

する持続可能な公共交通サービスを成立させる仕組みを目指

す必要がある。 

〇新しい公共交通システムを構築するため、一元的な予約決済プ

ラットフォームの導入や自動運転等の先端技術の活用を検討

し、持続可能な新しい公共交通システムの構築を図る。 

サービスの概要 〇浪江町においては、震災後担い手となる町内の交通事業者が少

なく、昨年度から日産自動車の自動運転技術などを活用した、

持続可能な公共交通サービスを構築できないか検討を始めて

いた。 

〇福島県浜通り被災地域として同様の課題を持つ近隣の双葉町

や南相馬市とも連携し、経産省のスマートモビリティチャレン

ジ２nd に応募するため、日産自動車をはじめとする現参画メ

ンバーに声掛けし、民間事業者と３市町連名により６月１日付

けで応募、７月３１日付けで採択となった。 
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〇採択後、現在までの約半年調整してきた今年度実証実験のサー

ビス内容は主に以下の３点。 

 

実証実験内容 

①町内中心部を巡回するシャトル運行サービス 

・町内の８か所を停留所としていつでも乗降可能 

・デジタル停留所（タッチパネル式）など ICT を駆使した運

行サービス 

・将来的な自動運転車両による乗合交通を想定 

・事前の参加登録により実施 

②買い物配達サービス 

・イオン浪江店の店頭かWEB で購入した商品を貨客混載便で

自宅又は道の駅に届ける。 

・イオン浪江店でのネットスーパー本格導入に向け、限定１０

０品目によるWEB 注文実験。 

・事前の参加登録により実施 

③自動運転車両の運行 

・道の駅発着（西ルート・途中下車なし）で自動運転の市場体

験 

・１回に乗車できるのは２名まで 

・事前の登録は不要（道の駅で当日先着順受付） 

取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇非公開。 

特徴的な取組

み・他地区へ

の参考となる

ポイント 

適切な体制整備 〇非公開。 

 ビジネスモデル 〇自動運転車両を導入することにより、運営コスト（ドライバー

の人件費等）が図られるとともに、貨客混載サービスなど車の

マルチユース化をすすめることで、運行効率化・多頻度化によ

る収益性の向上が図られる。 

〇現在実証中のモビリティーサービスが確立できれば、同じよう

な交通課題等を抱える地域にも展開することが可能である。 

利害関係 〇現在実施している貨客混載の実証も、異業種連携、サービスの

掛け合わせによる、収益性の向上が狙いであり、モビリティー

の収益性を上げるための異業種連携は今後も検討を続けてい

く。 

法令順守に資する

対策実施状況 

〇非公開。 

取得データの利活

用 

〇アンケート等の集計結果を含め、定例的に進捗を報告する場を

設け、メンバー間での共有を図っている。 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇非公開。 

 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇非公開。 

取組の社会的効果 〇取組により移動弱者のサポートの効果が期待できる。 
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⑨ ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくりのための実証事業 

表 ２-４３ ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくりのための実証事業のリスト（次ページ以降も続く） 

事業にかかる

基礎情報 

事業名 〇ノーマライゼーションという言葉のいらいないまちづくりの

ための実証事業（観光客の市内周遊の利便性向上及び災害復興

公営住宅から買物・通院・通学等の足の提供） 

実施場所（県・市町

村名） 

〇岩手県陸前高田市 

参画団体 〇地元県内の団体・企業 

 ・陸前高田しみんエネルギー株式会社 

・東北株式会社 

・有限会社奥州交通 

・高田タクシー株式会社 

・株式会社気仙タクシー 

・陸前高田市社会福祉協議会 

・(一社)陸前高田市観光物産協会 

・地域内観光施設、商業施設、コミュニティ施設及び自治会等 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇非公開。 

 

対象としたモード 〇グリーンスローモビリティ 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：陸前高田市 

〇担当：政策推進室 

〇電話番号：0192-54-2111 

事業実施地域

の基礎データ 

人口規模 19,758 人 

高齢化率 36.59％ 

都市類型 地方郊外・中山間地／観光 

積雪状況 全域豪雪地帯 

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

〇非公開。 

 

サービスの概要 〇誰もが住みやすいまちを目指す当市にとって、環境と人に優し

く魅力ある交通・移動システムの一つである「グリーンスロー

モビリティ（通称：グリスロ）」は重要な位置づけにあり、令

和 2 年 1 月より地域電力会社である「陸前高田しみんエネル

ギー㈱」と導入に向けた検討を進めていた。 

〇令和 2 年度グリーンスローモビリティの活用検討に向けた実

証調査支援事業における「実証調査地域」として選定を受けた

ことから、「陸前高田しみんエネルギー㈱」のほか、市内交通

事業者や関係機関等と連携しながら当該事業を実施。グリスロ

車両は国土交通省より無償提供。 

・実施期間：令和 2 年 11月 3日（火）〜16 日（月）（2 週間） 

※延べ 571 人が利用 

・料金無償（「許可等を要しない運送の形態」で運行） 

取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇2022 年度以降の本格導入を目指し、実証調査の分析結果をも

とに、利用者確保に向けた運行ルートや時刻、目的地設定、関

係者協議等の検討を進める。 

※ロードマップ（案） 

令和 3 年度 自家用無償運送事業により運行、地域内事業者等

の関係団体と協議 
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令和 4 年度 自家用有償運送事業への移行調整・検討 

令和 5 年度 自家用有償運送事業により運行 

〇利用者へのアンケートにより評価を実施。 

※アンケート項目 

属性、普通自動車免許及び自動車保有状況、外出目的、利用す

る交通手段、実証実験を知ったきっかけ、利用回数、利用理由、

満足度、地域への必要性、料金設定等 

特徴的な取組

み・他地区へ

の参考となる

ポイント 

適切な体制整備 〇非公開。 

 

ビジネスモデル 〇陸前高田しみんエネルギー㈱の電力小売事業で生じた利益を

市民へ還元するＣＳＶ（Creating Shared Value：共有価値の創

造）の一環というコンセプトの下でスタートしており、輸送事

業単独での採算性の確保は難しいと考えている。地域での支え

あいを基本に事業を組み立てていくことを考えると、自家用有

償旅客運送での事業化が適当なのではないかと考えている。 

利害関係 〇実証調査責任者である市が中心となり、交通事業者や道路管理

者等の関係機関と個別に調整を進めた。 

東日本旅客鉄道㈱盛岡支社【ＢＲＴ事業者】、岩手県交通㈱本

社、㈲碁石観光企画、㈲高田交通、㈱気仙タクシー、高田タク

シー㈲、国土交通省三陸国道事務所【国道４５号】、岩手県沿

岸広域振興局大船渡土木センター【県道】、陸前高田市建設課

【市道】、岩手県警察大船渡警察署、岩手運輸支局 

法令順守に資する

対策実施状況 

〇非公開。 

 

取得データの利活

用 

〇特になし 

 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇非公開。 

 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇非公開。 

 

取組の社会的効果 〇取組による移動弱者のサポートのほか、中心市街地活性化や観

光振興地域経済の活性化等が期待できる。 
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⑩ 石巻市の「コミュニティ・カーシェアリング」の発展と他地域展開等を通じた地域課題解決

活動 

表 ２-４４ 石巻市の「コミュニティ・カーシェアリング」の発展と他地域展開等を通じた地域課題解決活動のリスト（次ページ以降も続く） 

事業にかか

る基礎情報 

事業名 〇一般社団法人日本カーシェアリング協会 

実施場所（県・市

町村名） 

〇宮城県石巻市 

参画団体 〇地元県内の団体・企業 

・一般社団法人日本カーシェアリング協会 

・石巻市 

・石巻専修大学 

・東北大学 

・石巻市社協 

・宮城県社協 

・株式会社アイエス総合他 

・石巻信用金庫 

・株式会社 NTT データ 

・スマートソーシング 

・東北電子工業株式会社 

・株式会社山内自動車他 

〇東北エリアの団体・企業 

・浪江町 

・株式会社ナプロアース 

〇東京など東北エリア外に資本がある（拠点を持つ）団体・企業 

 ・株式会社オートバックスセブン 

・横浜ゴム株式会社 

・日本ミシュランタイヤ株式会社 

・エーモン工業株式会社 

・パナソニックカーエレクトロニクス株式会社 

・ルート産業株式会社 

・PIAA 株式会社 

・トピー実業株式会社 

・株式会社 JCV ケンウッド他 

事業規模（事業に

要する費用） 

〇非公開。 

 

対象としたモード 〇地域の支え合い活動 

事務局窓口（連絡

先等） 

〇所属団体・企業名：一般社団法人日本カーシェアリング協会 

〇電話番号：0225-22-1453 

事業実施地

域の基礎デ

ータ 

人口規模 147,214 人 

高齢化率 30.06％ 

都市類型 地方都市／地方郊外・中山間地 

積雪状況 豪雪指定地域なし 

取組概要 取り組みの背景・

課題認識 

〇東日本大震災によって、石巻市内では自家用車を失った方、

住まいを失い応急仮設住宅に入居したことで地域コミュニテ

ィが分断された方が多数おり、生活の足の確保やコミュニテ

ィ形成が課題となっていた。 

〇震災以降、同市では高齢化に伴う交通弱者が増加。公共交通

の維持が難しくバスなどの減便や路線廃止が予定もしくは実
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施されている地域が多く、地域の足の確保に関する対策が求

められている。 

サービスの概要 〇2011 年 7月に寄付された車両 1台を使用し、コミュニティ・

カーシェアリング事業を開始。 

〇コミュニティ・カーシェアリングの目的は「支えあう地域づ

くり」であり、目的に賛同したご近所さん同士が車両を柔軟

に活用できる仕組みである。利用者グループで利用のための

調整を話し合う「サロン活動」、および車両を活用した「ツア

ー活動」「外出支援活動」の 3つの活動を組み合わせ、活発で

持続可能な体制を構築している。 

取組み目標・ＫＰ

Ｉ 

〇2020 年 5 月現在、石巻市では 10 地域、約 400 名の方が活動

中（平均年齢 75 歳）。 

特徴的な取

組み・他地区

への参考と

なるポイン

ト 

適切な体制整備 〇日本カーシェアリング協会は「コミュニティ・カーシェアリ

ング導入サポートプログラム」を提供し、導入サポート、運営

サポート、連携構築サポートを一体的に行う。 

〇導入時、専門家の一定期間派遣と、その際の経費を地域へ補

助できる支援体制を構築することで加速度的な普及が期待で

きる。 

ビジネスモデル 〇コミュニティ・カーシェアリングの導入を県外へ 7 地域導入

を行っている。 

利害関係 〇非公開。 

 

法令順守に資する

対策実施状況 

〇任意団体で車の登録ができるようになると、車を使った地域

の活動を行いやすくなる。認可地縁団体にならない限り、車

を団体所有できない。（代表者の個人所有となる） 

取得データの利活

用 

〇非公開。 

 

事業継続にかかる

リスク認識 

〇地域が『コミュニティ・カーシェアリング』を導入したい時に

イニシャルコストがかからない仕組み。地域へ専門家を一定

期間派遣したり、そのための経費を地域へ補助できる支援が

あるとこの仕組みの普及は加速する。 

苦労している点・苦労した点（実施

前・実施中・評価時） 

〇非公開。 

 

取組の社会的効果 〇取組による移動弱者のサポートのほか、中心市街地活性化や

観光振興地域経済の活性化等が期待できる。 
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３．ヒアリング調査 

３-１ 調査概要 

３-１-１ 調査の目的 

前章で把握した取組の中から、新たなモビリティサービスの社会実装を通じた「移動課題

の解決」及び「地域活性化」という観点において、先進的な取組やロールモデルとなり得る

取組を抽出し、さらに詳細な事項（社会実装に当たっての課題など）について調査すること

で、社会実装に向けた課題整理、対応策の検討などの基礎データを収集する。 

 

 

３-１-２ 調査手法 

ヒアリング（直接面談方式）を実施（一部、参加者の都合でオンライン開催） 

 

３-１-３ 調査対象 

１） 抽出の考え方 

以下の４つの視点を意識しつつ、東北経済産業局の意向を踏まえて、社会実装に比較的近

い「MaaS」と「自動運転」の事例を中心に４事例ヒアリングを行った。 

 

①すでに実施中・継続中のもの（これから開始する取組や終了した取組は対象外） 

②以下の３つの課題解決のバランスに留意する 

  ア）移動課題の解決を目指している（その地域の足の問題の解決の視点） 

  イ）地域活性化（経済効果、外貨獲得、にぎわいづくり寄与） 

  ウ）ものづくりへの波及（アンケートから社会実装に向けた課題を認識できるもの） 

③都市類型（大都市、地方都市、地方郊外・中山間地、観光）のバランスに留意する 

④積雪状況のバランスに留意する（豪雪地帯または特別豪雪地帯の一方に偏らない） 

 

 

２） 抽出結果（調査対象） 

下表の４事例を対象にヒアリングを実施した。 

 

表 ３-１ 抽出したヒアリング対象事例 

MaaS いわき版 MaaS 

会津 Samurai MaaS 

岩手県北バス 

自動走行 上小阿仁村 
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ヒアリングの概要は下表 3-2 に示すとおり。 

 

表 ３-２ ヒアリングの概要 

事例（略称） 日時・場所 対応者 備考 

いわき版 MaaS 

令和 3年 2月 9 日（火） 

13：30～15:00 

（於：いわき・ら・ら・ミ

ュウ） 

いわき市総合政策部創生推進課

公民連携グループ 

課長 松本 雄二郎 

主査 鈴木 祐太 

東北経済産業局：2 名 

KCS：2 名 

上小阿仁村 

令和 3年 2月 12 日（金） 

13：00～14：30 

（於：道の駅かみこあに 

2 階会議室） 

日本工営 仙台支店 

交通都市部 専門部長 

藤高 勝巳 

〃 

岩手県北バス 

令和 3年 2月 15 日（月） 

11：00～12:00 

（於：岩手県北自動車

（株）仙台宮城営業所） 

グループ連携営業担当部長 

仙台宮城営業所長 

佐々木 司 

〃 

会津

SamuraiMaaS 

令和３年２月 22日（月） 

10：00～11:30 

（オンライン会議） 

会津若松市 柏木氏 

みちのりHD 浅井氏 

堀切氏 

事務局（（株）KCS 石田） 

KCS：2 名 
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３-２ 調査結果まとめ 

複数のヒアリング対応者より、事例が特定されないようなとりまとめを依頼された。 

それを踏まえ、事例が特定されにくいMaaSに関して、ヒアリング調査結果を下表 3-3

に示すとおり、とりまとめた。 

 

表 ３-３ ヒアリング調査結果：MaaS（次ページ以降も続く） 

キーワード MaaS 

交通事業者 

との連絡・ 

協働 

➢ バス事業者との関係性に課題がある。既存のバス事業者の了解が得られないと何もで

きないところがあり、グリーンスローモビリティの実証の際も、何度もバス会社を説

得し、ようやく了解を得られた。 

➢ すべての事業者が ICT に長けているわけではなく、事業者によっては高齢化で ICT

に手を出せないところもある。事業者による温度差もかなりあり、全員横一列の状態

で行うのは難しいのが現状。 

➢ タクシー業者の場合、地域性によってサービス形態やビジネスの考えが異なり（平日

の高齢者、郊外の高齢者、ビジネス客、観光客などターゲットが異なる）、それによ

る温度差がある。 

➢ 企業の利権ばかりを優先せず、利用者の真の利便性を考慮して事業を進めたい 

➢ 他社と連携し、北東北全域を結ぶ総合的な交通ネットワークを構築し、FIT が自由に

東北を旅行できるようにしたい。 

➢ MaaS の取り組みはオープンクローズの戦略を綿密に組まなければならない。MaaS

は単独の交通モードではなく、複数連携が前提となっているため、これまで以上に協

調が重要だ。ただ、協調とは単に誰かが作ったものを利用することではない。我々の

MaaS において、オープンデータ化するという部分は外と協調するための接点であ

り、だからこそ自分たち自らが準備するべき領域だと考える。 

➢ 事業者としては協力的でも、ドライバーのタブレット操作に課題がある。現状では事

業者自体がドライバー研修を行うなど対応してくれている。 

費用負担 

➢ 地域のサービスとして、事業者自体にもある程度の費用負担をしてもらおうと考えて

いる。行政が負担をしなければいけない部分もあるが、それだけでは長続きしないの

で、地域の事業者に広告を出してもらうなど、いろいろなところに負担をしてもらい

ながら、全体として成り立つような仕組みを作りたい。 

➢ 今の実証のなかでは事業者の負担はそれほどないが、実装に向けては事業者が自分た

ちである程度投資をしようという考えを持っており、それはとてもありがたいことだ

と感じている。行政がいつまでも支援できるわけではないので、プレイヤーが自ら回

す気概がないと続かないと思う。その部分に関しては、タクシー事業者が前向きに捉

えており、地域の事業者も積極的に関わろうとしてくれている。 

➢ 既存で乗っていた人が使っても単に減収にしかならず、これまで乗っていなかった人

が利便性を感じて乗るようになることでコストが回収できると思っている。その際、

固定費用をいかに抑えるかという視点も重要。 
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キーワード MaaS 

異業種と

の連携 

➢ 地域の事業者、飲食店や商業者などに声がけをし、＋アルファのサービス（割引サー

ビスやおまけなどを想定）を出してもらうことで、単なる交通サービスではなく価値

を高め、その上で利用者からきちんと料金をもらうシステムを考えている。バスとの

共通チケットやサブスク的な手法も考えられる。 

その他 

➢ 現在は民間事業者のプラットホームを使う形にしているが、今後はある程度行政の方

で地域データを集めてプラットホームを持ちたいと思っている。これは行政として必

要な部分でもあり、匿名化した上で地域の事業者に流通させることも展開として考え

ている（それによって事業の予想を立てられる）。そのプラットホームを国で用意し

てもらえるとありがたい。 

➢ 東北管内の企業でも MaaS や自動運転に取り組んでいるところがあると思うので、

そういった情報が欲しい。また、実証のフィールドを検討しているところがあれば、

我々も一緒にやりたいという思いがある。東北管内の企業との交流の場があれば情報

交換ができるのではないか。 

➢ MaaS の認知度を高めてほしい。4 月から東北 DC に合わせて実施される

TOHOKUMaaS で認知度が向上することに期待している。 

➢ MaaS はできる限り民間で回せるサービスであってほしい。 

➢ 一民間企業の事業として関係者をけん引すると、民間事業の商いという側面に焦点が

いってしまうため、自治体のような、地域で公平な立場の人が引っ張ることが重要だ

と考える。 

➢ エリアの協議会の中で成り立つものがあって、それと他の協議会が相互に連携する

形、自立分散したもののネットワークを構築することが一番重要だと考える。そのた

めには他と連携することを前提にきちんとしたシステムや契約を作ることが重要。

我々サイドはその発想、思想に基づいて動いている、そういうものを後押ししてもら

えるとありがたい。 

 

 

 

 

 

３-３ 調査結果：詳細版 

次ページ以降に示すとおり。 
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４．社会実装に向けた課題整理と対応策の検討 

４-１ 検討の流れ 

下図 4-1 のとおり、包括調査とヒアリング調査の双方から課題を一旦抽出し、カテゴリ

分類し、社会実装に向けた課題整理を行った。 

対応策の検討にあたっては、上記２つの調査結果における事例担当者の意向・ニーズ等を

踏まえつつ取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  ４-１  検討の流れ 

 

 

４-２ 包括調査における課題抽出結果 

包括調査における課題抽出結果は下表 4-1に示すとおり。 

表  ４-１  包括調査における課題抽出結果（次ページ以降も続く）  

項目 質問 回答 

全体 事業の実施主体が明確で

あり、適切な体制整備が

なされているか。 

・ビジネスモデルや収益性に課題が残っており利害関係者の参

集が必要。 

・人員体制や事業経費といった資源面をクリアできるような体

制が必要。 

参画団体は東北エリア内

からの参加か。 

・「東北エリア外からの参加」の理由 

１位：地域の実情をよく知っているパートナーがたまたま

東北エリア以外だった 

２位：東北エリアに限定せず広いエリアのビジネスマーケ

ットを想定しているため 

３位：必要なノウハウ・技術が東北エリアにないため 

４位：維持管理・修理に必要な部品・機器が東北エリアで

調達できないため 

包括調査 ヒアリング調査 

意向・ニーズ 意向・ニーズ 

対応策の検討 

社会実装に向けた課題整理 

課題 課題 

カテゴリ分類 
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項目 質問 回答 

MaaS 地域の課題解決に即した

交通政策を検討・実施で

きているか。  

・民間事業者が独自に実施している取組事例者から交通政策の

一環となりうる取組とするため、地域との協議が課題。 

参画団体は東北エリア内

からの参加か。 

・事業エリア展開の際には各地域の地元交通事業者との連携が

欠かせない。 

・利用客利便性を考えれば、各交通機関を自由に且つ気軽に乗

り継ぐことができ、東北各地域が MaaS を活用し連携が取れ

ることが望ましく必要と考える。 

・ノウハウ及ぶ経済面の域内循環促進の観点から必要。 

・地域の理解や協力が必要。 

・共通する課題等を有する地域との連携や事業の横展開等を図

るため必要。 

サービスコストなどを踏

まえ、収益化が可能なモ

デルであるか。  

・デマンド交通単体では運賃収入が僅少であり、収益事業には

全くならない。 

取得したデータをフィー

ドバックする体制が構築

できているか。 

・利用データを活用した公共交通の運行改善や、利用者の周遊

状況等を活用した観光施策の検討、スマートシティ・スーパ

ーシティにおける効率的な都市運営などに活用することなど

が考えられる。 

・課題としては、取得したデータを誰が所有し、誰にどのよう

な形で提供してよいのか、さらには個人情報の問題などにつ

いて、検討が必要である。 

自動運転 将来のビジョン、当面の

ゴール、年度ごとの達成

目標は設定しているか。 

・そもそも地域で議論できていない・まずは実証している段階

であり、実証自体が目的。  

参画団体は東北エリア内

からの参加か。 

・観光系、宿泊系、情報提供系のビジネスパートナーの参画。 

・自動運転車そのものや自動運転サービスを活用したビジネス

パートナーの参画が期待されるため。 

・東北エリア内の他エリアにおける本サービスの導入が期待さ

れるため。 

・バスドライバー等、地域のバス会社からの理解、連携が必

要。 

・ハードウェアについては、地域ニーズ・特性への特化を重視

するとグローバルに大量生産とはなり難く、地元における産

業化が望ましい。 

・ソフトについても、特に現場に近いところで細かな問題等へ

素早くフィードバックするには基本的には地元に近いことが

有利。 

サービスコストなどを踏

まえ、収益化が可能なモ

デルであるか。 

・レベル４以上（ドライバーレス）でなければ、乗務員コスト

を削減するまでに至らない。 
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項目 質問 回答 

法規制上のボトルネック

を特定し、対策がとれて

いるか。 

・自家用有償運送法による運行では料金徴収が人（乗車）に対

する料金のみしか徴収できない。 

・モノの移動・配送や、各種多様なサービスによる料金徴収を

行うための対策が取れていない。 

・公道を自動運転車両が走行した場合は閉鎖空間でしか運転で

きない有償運転にした場合法令上の扱いが難しい。 

・自動運転技術のレベルが更に向上し、完全無人化が可能とな

った場合、現行法規制により国道などへのルート設定ができ

なくなる。 

・自動運転での運転中に発生する事故責任の明確化。 

 ⇒現時点でレベル３では、これまでの事故責任が保持される

と理解されるが、レベル４、５となった時に、責任の所在

がどのようになるのかは自動運転車両開発や、交通事業者

が自動運転バスを採用するしないに対して大きな影響が出

ると考えており、結果としてここはボトルネックになるの

ではと理解している。 

グリーン

スローモ

ビリティ 

サービスコストなどを踏

まえ、収益化が可能なモ

デルであるか。 

・中山間地へのグリスロ投入の場合、利用者である住民が少な

いため現状では厳しい。 

法規制上のボトルネック

を特定し、対策がとれて

いるか。 

・規制した道路空間に運営権を設定したいと考えているが法制

度上困難。 

・具体的には、道路法は「道路無料公開の原則」が、改正ＰＦ

Ｉ法第 2 条 6 項では「利用料金を徴収する公共施設の限定」

がそれぞれ障壁となる。 

取得したデータをフィー

ドバックする体制が構築

できているか。 

・まずどのようなデータを取得すべきかについて、サービス開

発を行っていく中でどのようなシステムをサービスに採用す

るかどうかによっても変わってくるため、その点から検討中

である。 

CASE/

次世代モ

ビリティ 

地域の課題解決に即した

交通政策を検討・実施で

きているか。  

・個人の外出支援の目的には有効だが、行政課題の解決は難し

く、行政の財政支援を行うか否かは今後の検討課題。 

将来のビジョン、当面の

ゴール、年度ごとの達成

目標は設定しているか。  

・そもそも地域で議論できていない。 

・まずは実証している段階であり、実証自体が目的。 

参画団体は東北エリア内

からの参加か。 

・現段階で地元企業として取り組む県内企業とのマッチングが

果たされていない。 

・地元が第一に期待する自動運転等を提供可能な地元企業が未

登場。特に、持続的に取り組むべきファーストマイル交通の

維持および水平展開については地元企業の主体的な参画が地

域における産業創生として重要と考える。 

・同様の取組みができる事業者が東北内にあるのであれば、経

済循環等を考慮した場合、できる限り地元の事業者と進めて

いくことが望ましいと考える。 
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項目 質問 回答 

法規制上のボトルネック

を特定し、対策がとれて

いるか。 

・スマートモビリティに関して本質的に壁となっている法制度

の問題は、「車両の保安基準」に関する問題がある。現状ス

マモビ、特に地域における域内交通を担うべき車両について

は、いわゆる車検基準適合について、大手メーカー以外での

車両について認可認証することについて現状制度は大きなハ

ードルがある。 

・安全は重要事項ではあるが、具体的にどのような部品を用

い、どのような車両を製作すればよいかについての情報発信

や支援は依然積極的にされているとは言い難い。とはいえ、

許認可を行う当局自身が行うことは立場上難しい事情もある

とすれば、経産省などのような推進可能な省庁にて関係局か

らの情報収集も行いつつ、推進策を積極的に進めることが本

問題の解決策になると思われる。 

・任意団体で車の登録ができるようになると、車を使った地域

の活動を行いやすくなる。認可地縁団体にならない限り、車

を団体所有できない（代表者の個人所有となる）。 

取得したデータをフィー

ドバックする体制が構築

できているか。 

・個人情報を含む移動データの収集・蓄積およびフィードバッ

クについては、統計的に処理を行い、個人情報を基本含まな

い形にしたデータについては基本的に研究目的ベースで利用

可能とし、かつ将来的なサービス向上に資するところについ

てフィードバックするように考えている。 

 

それ以外にも複数課題があり、次ページ以降にヒアリング調査結果を肉付けして、整理し

た。 
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４-３ 包括調査とヒアリング調査における課題抽出結果 

アンケートとヒアリング調査における課題抽出結果は下表 4-2～4-5 のとおり。課題と

して束ねなおすため、指摘事項を概観しつつ、一旦キーワードとして７つにカテゴリ分類し

た。 

 

➢ お金         

➢ 人材：プロ 

➢ 地域：担い手、地元でやりくり 

➢ 資源確保 

➢ 法制度（ガイドライン） 

➢ ルール決め 

➢ 行政の在り方 

 

図 ４-２ 包括調査とヒアリング調査の課題抽出結果 

 

 

４-３-１ MaaS 

MaaSに関して、包括調査とヒアリング調査における課題抽出結果は下表に示すとおり。 

 

表  ４-２  アンケートとヒアリング調査における課題抽出結果：MaaS（次ページ以降も続く）  

キーワード MaaS 

交通事業者 

との連絡・ 

協働 

➢ 地元のタクシー会社やバス会社等の運転不足や経営難等の状況から、担い手を探すの

が大変だった。 

➢ 持続可能な事業とするためには、将来にわたり担い手（ドライバー）の確保が必要。 

➢ 地元の交通事業者から民業圧迫の指摘がある場合がある。 

➢ バス事業者との関係性に課題がある。既存のバス事業者の了解が得られないと何もで

きないところがあり、グリーンスローモビリティの実証の際も、何度もバス会社を説

得し、ようやく了解を得られた。 

➢ すべての事業者が ICT に長けているわけではなく、事業者によっては高齢化で ICT

に手を出せないところもある。事業者による温度差もかなりあり、全員横一列の状態

で行うのは難しいのが現状。 

➢ タクシー業者の場合、地域性によってサービス形態やビジネスの考えが異なり（平日

の高齢者、郊外の高齢者、ビジネス客、観光客などターゲットが異なる）、それによ

る温度差がある。 

➢ 企業の利権ばかりを優先せず、利用者の真の利便性を考慮して事業を進めたい 

➢ 他社と連携し、北東北全域を結ぶ総合的な交通ネットワークを構築し、FIT が自由に

東北を旅行できるようにしたい。 

➢ MaaS の取り組みはオープンクローズの戦略を綿密に組まなければならない。MaaS

は単独の交通モードではなく、複数連携が前提となっているため、これまで以上に協

調が重要だ。ただ、協調とは単に誰かが作ったものを利用することではない。我々の

MaaS において、オープンデータ化するという部分は外と協調するための接点であ

り、だからこそ自分たち自らが準備するべき領域だと考える。 
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キーワード MaaS 

お金 

➢ 人口減少地域においては、取組が持続できるだけの経済性の確保が必要。 

➢ イニシャルコストに加え、ランニングコストの負担も発生。 

➢ 国の補助金が目減りしているため、当初の想定よりゆっくりしたペースでしか取

り組めない。 

➢ 地域のサービスとして、事業者自体にもある程度の費用負担をしてもらおうと考

えている。行政が負担をしなければいけない部分もあるが、それだけでは長続き

しないので、地域の事業者に広告を出してもらうなど、いろいろなところに負担

をしてもらいながら、全体として成り立つような仕組みを作りたい。 

➢ 今の実証のなかでは事業者の負担はそれほどないが、実装に向けては事業者が自

分たちである程度投資をしようという考えを持っており、それはとてもありがた

いことだと感じている。行政がいつまでも支援できるわけではないので、プレイ

ヤーが自ら回す気概がないと続かないと思う。その部分に関しては、タクシー事

業者が前向きに捉えており、地域の事業者も積極的に関わろうとしてくれてい

る。 

➢ 既存で乗っていた人が使っても単に減収にしかならず、これまで乗っていなかっ

た人が利便性を感じて乗るようになることでコストが回収できると思っている。

その際、固定費用をいかに抑えるかという視点も重要。 

人材：プロ 

➢ 効果検証やモニタリングにかかる分析技術が乏しく、PDCA を回せない。 

➢ 事業者としては協力的でも、ドライバーのタブレット操作に課題がある。現状で

は事業者自体がドライバー研修を行うなど対応してくれている。 

地域： 

担い手、 

地元で 

やりくり 

➢ 地元フィールド（地方自治体や住民・地元事業者）が当該事業をうまく利活用す

る意識がなくて、もったいない状態。 

➢ 地域の事業者、飲食店や商業者などに声がけをし、＋アルファのサービス（割引

サービスやおまけなどを想定）を出してもらうことで、単なる交通サービスでは

なく価値を高め、その上で利用者からきちんと料金をもらうシステムを考えてい

る。バスとの共通チケットやサブスク的な手法も考えられる。 

➢ 大きなものを計画し実証するだけで終わるよりも、小さくても、交通事業者や市

にとって次につながるものをやった方がいいだろうという共通認識のもと、ター

ゲットもエリアもかなり限定された実証実験を実施した。 

資源確保 

➢ 限られた人材の中で、事業（取組）を実施しているため、緊急的な対応が必要な

場面でも、早急な対応ができない状況がある・あった。 

 

法制度 

（ガイド

ライン） 

➢ 警察や道路管理者との制度上の条件に合致させるため、一部内容を変更したり、

取りやめた取組がある・あった。 

 

ルール決め 
➢ 取得データの活用は必要だと感じているが、多様な関係者間でのルール決めや個

人情報の取り扱いなどをどう定めればよいか分からない。 
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キーワード MaaS 

行政の 

在り方 

➢ 複数市町村をまたぐプロジェクトの場合、市町村によって関心度・理解度に温度

差がかなりあり、想定していたスピードで横展開が進まない。 

➢ 現在は民間事業者のプラットホームを使う形にしているが、今後はある程度行政

の方で地域データを集めてプラットホームを持ちたいと思っている。これは行政

として必要な部分でもあり、匿名化した上で地域の事業者に流通させることも展

開として考えている（それによって事業の予想を立てられる）。そのプラットホ

ームを国で用意してもらえるとありがたい。 

➢ 東北管内の企業でも MaaS や自動運転に取り組んでいるところがあると思うの

で、そういった情報が欲しい。また、実証のフィールドを検討しているところが

あれば、我々も一緒にやりたいという思いがある。東北管内の企業との交流の場

があれば情報交換ができるのではないか。 

➢ MaaS の認知度を高めてほしい。4 月から東北 DC に合わせて実施される

TOHOKUMaaS で認知度が向上することに期待している。 

➢ MaaS はできる限り民間で回せるサービスであってほしい。 

➢ 一民間企業の事業として関係者をけん引すると、民間事業の商いという側面に焦

点がいってしまうため、自治体のような、地域で公平な立場の人が引っ張ること

が重要だと考える。 

➢ エリアの協議会の中で成り立つものがあって、それと他の協議会が相互に連携す

る形、自立分散したもののネットワークを構築することが一番重要だと考える。

そのためには他と連携することを前提にきちんとしたシステムや契約を作ること

が重要。我々サイドはその発想、思想に基づいて動いている、そういうものを後

押ししてもらえるとありがたい。 
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４-３-２ 自動運転 

自動運転に関して、包括調査とヒアリング調査における課題抽出結果は下表に示すとお

り。 

 

 

表  ４-３  アンケートとヒアリング調査における課題抽出結果：自動運転（次ページ以降も続く）  

キーワード 自動運転 

交通事業者 

との連絡・ 

協働 

➢ 地元のタクシー会社やバス会社等の運転不足や経営難等の状況から、担い手を探すの

が大変だった。 

お金 

➢ 地元（自治体、企業）や法人等の支援（人材、資金）。 

➢ 環境整備にかかるコストが高い。 

➢ 現時点では、レベル４の実施には、警備員とバリケードの設置が必須（多大なコスト

発生）。 

➢ 雪道は特殊なケースで、自動運転が難しく場合によっては手動運転で運行している。

市町村が通行止めをしている区間を自動運転で通るため、その区間の除雪代が月 20

万円、30 万円くらい掛かる。（除雪代の単価が 2～3 万円と高く毎回除雪出来てい

ない） 

➢ 舗装が痛んでくると電磁誘導線が伸びたり、縮んだり、断線もある。電磁誘導線は 1

ｍ3000 円ほどで、マンホールは飛ばすなどいろいろ工夫はしているが費用が掛か

る。スローモビリティなどのエコ関係は補助金があるが、自動運転は直結した補助金

を得る制度がない状況。 

人材：プロ 
➢ 他地域から来た方やリタイヤして戻って来た方などでプロジェクトチームを作り、ア

イデアや経験ノウハウを活かせるようにしたい。 

地域： 

担い手、 

地元で 

やりくり 

➢ 社会受容性醸成に向けた積極的な地域住民への働きかけが必要。 

➢ 自動運転は国交省の目玉商品として行っているため、この村で自動運転を継続的に運

行し、発信し続けなければならない行政的な都合があるが、住民は自動運転よりもラ

ストワンマイルで自宅から道の駅や、ATM といった必要な場所に安全に移動でき

る、または物をデリバリーしてくれれば、手動運転でも構わないと思っている。 

➢ ICT や DX を取り入れ、自動運転も運行している最先端の村を目指す。視察として特

産品の農家に行き、一緒に体験する。自動走行している旧道の昔と今の比較や、季節

関係なく春夏秋冬感じられる VR やプロジェクションマッピングなどが出来れば、メ

インの収入ではないが視察料をとれると考える。 

➢ パックツアーで、農業体験＋自動運転体験＋観光体験で商品化の可能性はある。 
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キーワード 自動運転 

資源確保 

➢ 限られた人材の中で、事業（取組）を実施しているため、緊急的な対応が必要な場面

でも、早急な対応ができない状況がある・あった。 

➢ 車両メンテナンスに時間を要する（メーカーが遠方）。 

➢ 担い手を探すのが大変だった。最初は集落の会長さんから探してもらい、その中から

出来る方を選んだ。兼業農家は忙しい時期が多々あり、副業、兼業していないリタイ

ヤされた方に今はお願いしている。登録は 20 人くらいおり、現在は 5 人程で受付

と運転手をしている。 

➢ 車両整備は静岡のヤマハから呼んでお願いしている。東北にはサポートセンターが無

く、電気自動車の車検場も地元に無いため、岩手の久慈まで送っている現状。不具合

や修正したい部分があると自動運転車メーカーに修理をお願いしている。専門の施工

業者が 1 社のみであり見積が高いため、地元の業者で出来るようにしなければいけ

ないと思う。 

法制度 

（ガイド

ライン） 

➢ 警察や道路管理者との制度上の条件に合致させるため、一部内容を変更したり、取り

やめた取組がある・あった。 

➢ 法令整備に加え、実施に向けガイドラインが必要。 

 

ルール決め 
➢ 最終的な社会実装段階では、自動運転バスに乗るための専用乗車ルールなど「お客さ

まにお願いするルール設計」なども議論になるかも 

行政の 

在り方 

➢ 専用道のみならず、一般道も想定すると地上側の自動運行補助施設をどこにどれだけ

整備するのかという議論が出てくるが、その全てを民間事業者単体で対応するのは困

難。 

➢ 豪雪地帯の場合、除雪の優先対応や除雪費が発生。 

➢ 自動運転にとらわれないで、3 次交通をどうするかという大きな課題として考えなく

てはいけない。日本で一番の過疎地だが、3 次交通で最先端技術を駆使してマスコミ

や観光客がたくさん来るような村を目指すきっかけに自動運転があるといいと思う。 
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４-３-３ グリスロ 

グリスロに関して、包括調査とヒアリング調査における課題抽出結果は下表に示すとお

り。 

 

表  ４-４  アンケートとヒアリング調査における課題抽出結果：グリスロ  

キーワード グリスロ 

交通事業者との連絡・協働 
➢ 地元のタクシー会社やバス会社等の運転不足や経営難等の状況か

ら、担い手を探すのが大変だった。 

お金 

➢ 中山間地へのグリスロ投入の場合、利用者である住民が少ないため

現状ではビジネスモデルの構築は厳しい。 

 

人材：プロ なし 

地域：担い手、地元でやり

くり 

なし 

資源確保 

➢ 限られた人材の中で、事業（取組）を実施しているため、緊急的な

対応が必要な場面でも、早急な対応ができない状況がある・あっ

た。 

 

法制度 

（ガイドライン） 

➢ 警察や道路管理者との制度上の条件に合致させるため、一部内容を

変更したり、取りやめた取組がある・あった。 

➢ 規制した道路空間に運営権（例：入域料）を設定したいと考えてい

るが法制度上困難（道路法は「道路無料公開の原則」が、改正ＰＦ

Ｉ法第 2 条 6 項では「利用料金を徴収する公共施設の限定」がそ

れぞれ障壁）。 

ルール決め なし 

行政の在り方 

➢ モビリティを人や物を運ぶ手段と考えず、コネクティッドを前提

に、経済産業活動をモニタリング・マネジメントするツールと認識

すべき。 
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４-３-４ CASE/次世代モビリティ 

CASE/次世代モビリティに関して、包括調査とヒアリング調査における課題抽出結果は

下表に示すとおり。 

 

 

表  ４-５  アンケートとヒアリング調査における課題抽出結果：CASE/次世代モビリティ  

キーワード CASE/次世代モビリティ 

交通事業者との連絡・協

働 

なし 

お金 なし 

人材：プロ なし 

地域：担い手、地元でや

りくり 

➢ 将来のビジョンや当面のゴールの設定について地域と議論できてい

ない。（現状では実証すること自体が目的に） 

資源確保 

➢ 限られた人材の中で、事業（取組）を実施しているため、緊急的な

対応が必要な場面でも、早急な対応ができない状況がある・あっ

た。 

➢ 実証ではグリーンスローモビリティの車両部分の不具合が何度かあ

り、そのたびに整備業者を呼び対応をお願いした。車両メーカーで

もマニュアルを持っていなかった。新しいモビリティを入れる場合

は、整備やメンテナンスについても地元の事業者に根付かせる必要

がある。 

法制度 

（ガイドライン） 

➢ 警察や道路管理者との制度上の条件に合致させるため、一部内容を

変更したり、取りやめた取組がある・あった。 

➢ スマートモビリティに関して本質的に壁となっている法制度の問題

は「車両の保安基準」。 

（大手メーカー以外での車両について認可認証することについて現

状制度は大きなハードル） 

 

ルール決め なし 

行政の在り方 なし 
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４-４ 社会実装に向けた課題整理 

４-４-１ 交通事業者との協働 

これまでの調査結果をみると、下表の包括調査結果からも明らかなとおり、MaaS、自動

走行、グリーンスローモビリティの３テーマでは、「移動手段を担う交通事業者が抱える問

題が取組の実行にあたって課題になってくる（地元のタクシー会社やバス会社等の運転手不

足や経営難等の状況から、担い手を探すのが大変だった）」という指摘があった。 

また、MaaSでは、「地元の交通事業者から民業圧迫の指摘がある場合がある」、「複数

の交通モードの連携が前提であり、これまで以上に協調が重要」、「事業者によっては高齢

化で ICT に手を出せないところもある。タクシー事業者の場合、地域性によってサービス形

態やビジネスの考えが異なり、それによる温度差がある」という指摘があった。 

グリーンスローモビリティでは、「一部のルートが路線バスと重複するような設定とな

り、何度もバス会社を説得し、ようやく了解を得られた」という指摘があった。 

 

表 ４-６ 交通事業者との協働についての現状の問題点や課題 

＜包括調査結果より抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえると、社会実装に向けては「交通事業者との協働」について課題解決を図る

ことが求められる。 

 

 

４-４-２ お金 

これまでの調査結果をみると、MaaSでは、「イニシャルコストに加え、ランニングコス

トの負担も発生」、「人口減少地域においては、取組が持続できるだけの経済性の確保が必

要」という指摘があった。 

自動走行では、「環境整備にかかるコストが高い」、「豪雪地帯の場合、除雪の優先対応

や除雪費が発生」、「専用道のみならず、一般道も想定すると地上側の自動運行補助施設を

どこにどれだけ整備するのかという議論が出てくるが、その全てを民間事業者単体で対応す

るのは困難」、「自動運転は事業実施に直結した補助金を得る制度がない」という指摘があ

った。 

グリーンスローモビリティでは、「中山間地への投入の場合、利用者である住民が少ない

ため現状ではビジネスモデルの構築は厳しい」という指摘があった。 

 

以上を踏まえると、社会実装に向けては「お金」について課題解決を図ることが求められ

る。 

①現状の問題点や課題（改善の余地がある点）
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

地元のタクシー会社やバス会社等から民業圧迫の指摘が
あった

5 0 2 0

地元のタクシー会社やバス会社等の運転不足や経営難等
の状況から、担い手を探すのが大変だった

5 2 1 0

交通事業者とのコミュニケーション不足でなかなか実証
実験から次のステップやビジネスチャンスにつながらな
い

1 0 1 0
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４-４-３ 専門知識ある人材・企業 

これまでの調査結果をみると、下表の包括調査結果からも明らかなとおり、MaaS、自動

走行、グリーンスローモビリティ、CASE/次世代モビリティの４テーマでは、「限られた人

材の中で、事業（取組）を実施しているため、緊急的な対応が必要な場面でも、早急な対応

ができない状況がある・あった」という指摘があった。 

自動走行、グリーンスローモビリティ、CASE/次世代モビリティの 3テーマでは、「車両

の整備・メンテナンス（何度も生じる車両不具合対応）・車検に時間を要する（メーカーが

東北エリア外など遠方）」という指摘があった。 

MaaSでは、「効果検証やモニタリングにかかる分析技術が乏しく、PDCA を回せな

い」、「事業者としては協力的でも、ドライバー（特に年配者）のタブレット操作に課題あ

り（現状では事業者自体がドライバー研修を行うなど対応してくれている）」という指摘が

あった。 

 

表 ４-７ 専門知識のある人材・企業についての現状の問題点や課題 

＜包括調査結果より抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえると、社会実装に向けては「専門知識ある人材・企業」について課題解決を

図ることが求められる。 

 

４-４-４ 地域のマネジメント体制（担い手、やりくり上手） 

これまでの調査結果をみると、自動走行、CASE/次世代モビリティの２テーマでは、「将

来のビジョンや当面のゴールの設定について地域と議論できていない（現状では実証するこ

と自体が目的に）」という指摘があった。 

MaaSでは、「地元フィールド（地方自治体や住民・地元事業者）が当該事業をうまく利

活用する意識がなくて、もったいない状態」という指摘があった。 

自動走行では、「実証実験から社会実装に踏み出す場合、地元で担い手を探すのが本当に

大変」「モビリティを人や物を運ぶ手段と考えず、コネクテッドを前提に、経済産業活動を

モニタリング・マネジメントするツールと認識すべき」という指摘があった。 

 

表 ４-８ 地域のマネジメント体制についての現状の問題点や課題 

＜包括調査結果より抜粋＞ 

 

 

 

 

以上を踏まえると、社会実装に向けては「地域のマネジメント体制（担い手、やりくり上

手）」について課題解決を図ることが求められる。 

①現状の問題点や課題（改善の余地がある点）
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

限られた人材の中で、事業（取組）を実施しているた
め、緊急的な対応が必要な場面でも、早急な対応ができ
ない状況にある

5 3 3 3

効果検証やモニタリングにかかる分析技術が乏しく、
PDCAサイクルを回せず、「やって終わり」の取組や、
「課題があるまま運用している状態」の取組がある

2 0 2 2

①現状の問題点や課題（改善の余地がある点）
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

地元フィールド（地方自治体や住民・地元事業者）が当
該事業をうまく利活用する意識がなくて、もったいない
状態

6 0 1 0
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４-４-５ 法制度（ガイドライン） 

これまでの調査結果をみると、MaaS、自動走行、グリーンスローモビリティ、CASE/次

世代モビリティの４テーマでは、下表にもあるとおり、「道路交通に関する現状の制度設計

の条件下では、どうしても妥協したり、実現できないような取組がある・あった」という指

摘があった。 

自動走行では、「レベル４以上の運転時の発生した事故の責任所在が不明確」、「現時点

では、レベル４の実施には、警備員とバリケードの設置が必須（多大なコスト発生）」、

「最終的な社会実装段階では、自動運転バスに乗るための専用乗車ルールなど『お客さまに

お願いするルール設計』なども議論になるはず」という指摘があった。 

グリーンスローモビリティでは、「規制した道路空間に運営権（例：入域料）を設定した

いと考えているが法制度上困難（道路法は『道路無料公開の原則』が、改正ＰＦＩ法第 2 条

6 項では『利用料金を徴収する公共施設の限定』がそれぞれ障壁）」という指摘があった。 

CASE/次世代モビリティでは、「スマートモビリティに関して本質的に壁となっている法

制度の問題は『車両の保安基準』（大手メーカ以外での車両について認可認証することにつ

いて現状制度は大きなハードル）」という指摘があった。 

 

表 ４-９ 法制度（ガイドライン）についての現状の問題点や課題 

＜包括調査結果より抜粋＞ 

 

 

 

 

 

以上を踏まえると、社会実装に向けては「法制度（ガイドライン）」について課題解決を

図ることが求められる。 

 

 

 

４-４-６ 関係者間のルール決め 

これまでの調査結果をみると、例えばMaaSでは、「取得データの活用は必要だと感じて

いるが、多様な関係者間でのルール決めや個人情報の取り扱いなどをどう定めればよいか分

からない」という指摘があった。 

包括調査結果においても、取得データの活用や資産にかかる取り決め・ルールを定めてい

るのはMaaSの２事例のみ（CASE/次世代モビリティの事例は皆無）であることが分かっ

た。 

  

①現状の問題点や課題（改善の余地がある点）
MaaS

＜９事例＞
自動運転
＜５事例＞

グリスロ
＜５事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

警察や道路管理者との制度上の強い縛りのせいで、妥協
したり、取りやめた取組がある

1 3 2 2
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表 ４-１０ 取得データの活用についてのルール決めや個人情報の取り扱い 

＜包括調査結果より抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえると、社会実装に向けては「関係者間のルール決め」について課題解決を図

ることが求められる。 

 

 

４-４-７ 行政のスタンス（求められる在り方） 

これまでの調査結果をみると、MaaSでは、「複数市町村をまたぐプロジェクトの場合、

市町村によって関心度・理解度に温度差がかなりあり、想定していたスピードで横展開が進

まない」、「現在は民間事業者のプラットフォームを利用しているが、今後はある程度行政

の方で地域データを集めてプラットフォームを持ちたい（マーケット分析やまちづくりデー

タとしての活用を模索中）」という指摘があった。 

自動走行では、「社会受容性醸成に向けた積極的な地域住民への働きかけが必要」、「自

動運転にとらわれないで、末端交通をどうするかという大きな課題として考えなくてはなら

ない」という指摘があった。 

 

以上を踏まえると、社会実装に向けては「行政のスタンス（求められる在り方）」につい

て課題解決を図ることが求められる。 

 

  

②後から参画してきた団体に対する所得データの活
用や資産（API、プラットフォーム）にかかる取り決
め・ルールはあるか？

MaaS
＜９事例＞

CASE
次世代モビリティ

＜３事例＞

ある 2 0

現在検討中 1 1

未検討（今後の課題と認識） 3 0

非該当・無回答 3 2
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４-５ 対応策の検討 

４-５-１ 全国的なノウハウ・知見の共有 

交通事業者との協働や地域のマネジメント体制の構築にあたっては、全国的なノウハウ・

知見の共有が必要である。 

一般者に対する認知度向上策もさることながら、各省庁の枠組みを超えた包括的な取組事

例の共有・紹介、とりわけ「課題面で情報共有を図る機会」の創出支援が必要である。 

また、MaaSを中心として、取得したデータの利活用方策等についての工夫点等を共有で

きる機会の創出（デジタルトランスフォーメーションやスーパーシティ等に向けて）等が必

要である。 

 

４-５-２ 関係主体での将来像や目標の明確化に向けた議論・調整する場の構築 

交通事業者との協働や地域のマネジメント体制の構築、行政に求められるスタンスの明確

化にあたっては、まずは関係主体での将来像や目標の明確化に向けた議論・調整する場の構

築が必要である。 

取組の実施エリアは県またぎ、複数市町村またぎ、単一市町村（単一エリア、複数エリア

連携）など様々であり、これらフィールドの多様性に合致したリーダー役の創出が必要であ

る。 

また、持続性を高めるための部門間連携や地域のモビリティの将来イメージの議論などが

求められる。なお、「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案」が今年 2 月に閣議

決定し、新モビリティサービス事業として自治体によるMaaS協議会制度の創設がなされた

ため、これらの制度の最大限の活用が求められる。 

一方で、今後の支援の在り方等を模索していく中においては、県や国等が主体的に管内自

治体のスマートモビリティに対する意向・ニーズ把握等を行うことも求められる。 

 

４-５-３ 産官学のマッチング 

専門知識ある人材・企業の投入にあたっては、産官学のマッチングが必要である。 

例えば、地域が抱える課題面をフォローアップできる〈専門性〉や〈ノウハウ〉を持った 

企業・団体・学術研究機関等とのマッチング機会の創出等の支援が必要である。 

また、人材交流（人材派遣含む）、相乗効果の発現に資する技術交流・技術紹介、互いの

取得データの連携によるマーケティング分析等が必要である。 

 

４-５-４ スマートモビリティを地元に根付かせるための「地元」産業化 

産学官のマッチングの先にある対応事項としては、スマートモビリティを地元に根付かせ

るための「地元」産業化が必要である。 

特に維持管理面等において、プレイヤーとものづくり産業従事者とのマッチング機会の創

出が必要である。また、スマートモビリティにかかる創業・新事業創出支援を経済産業局が

中心となって引き続き実施していく必要があるほか、スマートモビリティ専用の企業間マッ

チングを促すポータルサイトの構築等も必要である。 
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４-５-５ 国による法制度の柔軟な見直しや各種ガイドラインの策定等 

法制度（ガイドライン）が取組をしっかり後押ししたり、取組のプレイヤー同士（関係者

間）のルール決めにあたっては、国による法制度の柔軟な見直しや各種ガイドラインの策定

等が必要である。 

例えば、法制度であれば、事例担当者から指摘があった道路法における“道路無料公開の

原則”や改正 PFI 法における“利用料金を徴収する公共施設の限定”、道路運送車両法にお

ける“車両の保安基準”等の見直しが必要である。 

また、自動運転バスにおける専用乗車ルール（利用者向け含む）等にかかるガイドライン

やモビリティにかかる国や都道府県等におけるプラットフォームの構築・支援が必要であ

る。 

 

４-５-６ 各種予算面の拡充 

各種予算面の拡充として、各省庁等の補助制度・交付金制度における自由度の高い財政支

援が必要である。 

また、交通事業者の課題であり、取組自体の課題にもなっている運転手不足やコロナ禍に

おける減収減益への対応として、交通事業者における更なる財政支出が必要である。 

また、事例担当者から指摘があった自動運転車の走行環境の面的な整備の促進にかかる財

政支出や地元（自治体、企業）や法人等の資金の支援が必要である。 
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５．調査内容の発表 

５-１ シンポジウムの概要（チラシ） 

令和３年３月 16 日（火）に開催された「とうほくスマートモビリティシンポジウム」に

て、調査した上記の内容を整理し、オンライン上で 15 分程度の発表をした。 

 
図 ５-１ シンポジウムの概要（チラシ）（1/2） 
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図 ５-２ シンポジウムの概要（チラシ）（2/2） 

 

 

 

５-２ シンポジウム発表資料 

・シンポジウム発表資料は次ページ以降のとおり。 
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図 ５-３ シンポジウム発表資料（1/11） 
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図 ５-４ シンポジウム発表資料（2/11） 
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図 ５-５ シンポジウム発表資料（3/11） 



 

90 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-６ シンポジウム発表資料（4/11） 
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図 ５-７ シンポジウム発表資料（5/11） 



 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-８ シンポジウム発表資料（6/11） 
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図 ５-９ シンポジウム発表資料（7/11） 
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図 ５-１０ シンポジウム発表資料（8/11） 
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図 ５-１１ シンポジウム発表資料（9/11） 
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図 ５-１２ シンポジウム発表資料（10/11） 
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図 ５-１３ シンポジウム発表資料（11/11） 
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５-３ 事例集 

・別途作成した事例集は次ページ以降のとおり。 
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・１ページ目：表紙 

 

図 ５-１４ 事例集（1/32） 
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・２ページ目：表紙裏 

 

図 ５-１５ 事例集（2/32） 
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・３ページ目：目次 

 

図 ５-１６ 事例集（3/32） 
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・４ページ目 

 

図 ５-１７ 事例集（4/32） 
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・５ページ目 

 

図 ５-１８ 事例集（5/32） 
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・６ページ目 

 

図 ５-１９ 事例集（6/32） 
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・７ページ目 

 

図 ５-２０ 事例集（7/32） 
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・８ページ目 

 

図 ５-２１ 事例集（8/32） 
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・９ページ目 

 

図 ５-２２ 事例集（9/32） 
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・１０ページ目 

 

図 ５-２３ 事例集（10/32） 



 

109 

・１１ページ目 

 

図 ５-２４ 事例集（11/32） 
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・１２ページ目 

 

図 ５-２５ 事例集（12/32） 
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・１３ページ目 

 

図 ５-２６ 事例集（13/32） 
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・１４ページ目 

 

図 ５-２７ 事例集（14/32） 
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・１５ページ目 

 

図 ５-２８ 事例集（15/32） 
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・１６ページ目 

 

図 ５-２９ 事例集（16/32） 
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・１７ページ目 

 

図 ５-３０ 事例集（17/32） 



 

116 

・１８ページ目 

 

図 ５-３１ 事例集（18/32） 
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・１９ページ目 

 

図 ５-３２ 事例集（19/32） 
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・２０ページ目 

 

図 ５-３３ 事例集（20/32） 
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・２１ページ目 

 

図 ５-３４ 事例集（21/32） 
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・２２ページ目 

 

図 ５-３５ 事例集（22/32） 
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・２３ページ目 

 

図 ５-３６ 事例集（23/32） 



 

122 

・２４ページ目 

 

図 ５-３７ 事例集（24/32） 
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・２５ページ目 

 

図 ５-３８ 事例集（25/32） 
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・２６ページ目 

 

図 ５-３９ 事例集（26/32） 
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・２７ページ目 

 

図 ５-４０ 事例集（27/32） 
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・２８ページ目 

 

図 ５-４１ 事例集（28/32） 



 

127 

・２９ページ目 

 

図 ５-４２ 事例集（29/32） 
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・３０ページ目 

 

図 ５-４３ 事例集（30/32） 
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・３１ページ目：裏表紙の裏 

 

図 ５-４４ 事例集（31/32） 
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・３２ページ目：裏表紙 

 

図 ５-４５ 事例集（32/32） 
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６．総括 

包括調査では、東北管内において実施されている自動走行・MaaS 等の取組について網羅的

に調査すべく、各県の交通関連部署や管内の交通事業者、その他民間企業等からの情報提供の

もと、チャンネルミックスで事例を探し出し、アンケートを実施した。 

そもそもの取組の分布をみると、あまり積雪が多くない地域あるいは太平洋側、首都圏との

近接性がうかがえるような分布状況となっており、東北エリア外との人材交流や技術交流がし

やすい地域で取組の動きが出てきているのではないかと感じる。 

事例アンケート結果では、各種事例は概ね、フィールドにおける課題を認識しつつ、移動問

題の解決等に寄与する取組を実施していることが分かった。ただし、自動運転については、い

まだ各種実験段階であり、“地域として自動運転をどのように利活用すべきかの議論”は脇に

置いている状況にある。地域の社会受容性もさることながら、将来のまちづくりにおける各種

移動サービスの在り方検討や異業種連携による複合サービス化検討の議論はこれからの状況で

あること等がヒアリング調査を通じて分かった。 

そのような状況の中においては、国土交通省サイドの法改正、つまり「持続可能な運送サー

ビスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

等の一部を改正する法律案」が今年 2 月に閣議決定され、新モビリティサービス事業として自

治体による MaaS 協議会制度の創設がなされたため、これらの制度の最大限の活用が求められ

る。 

また、協議会設置にあたっては、取組の対象フィールドが単一市町村にとどまるのか、複数

市町村にまたがるのか、複数県にまたがるのか等によってリーダー役等が変わってくる。もち

ろんフィールドが広くなるほど、単一の市町村では対応が難しくなり、市町村同士の必要性や

重要性の違い・祖語が発生したり、それを調整する一翼を担っていただきたい都道府県の理解

度や調整能力等で、取組の質の部分も変わってくる要素がある。 

そのような意味では、とうほくスマートモビリティシンポジウムにおいて福島大学吉田先生

から情報提供があった青森県や山形県の取組情報について、情報収集を進めていくことが肝要

である。 

各種事例からは専門知識ある人材・企業の育成や発掘等について、アンケートやヒアリング

において指摘があった。 

これについては、東北経済産業局でも従来から力を入れている分野であり、今後は、さらに

スマートモビリティに特化した「企業間マッチングを促すポータルサイト」の構築などを行

い、引き続き産官学のマッチング、さらには「地元産業化」を視野に入れ、進めていく必要が

ある。例えば、大分市の場合、首長が「需要が高まりつつありグリーンスローモビリティの組

立部分を市内中小企業が受託できるようにするためにはどうしたらよいだろうか」と試行錯誤

している。このように、首長のトップダウンのリーダーシップも地元産業化に欠かせない。 

東北地域特有の移動課題は、積雪期に発生しやすく、車で山越えするのが危険なエリアがあ

ったり、豪雪時期に運行取りやめが発生する鉄道区間も存在する。 

そのような中でも、人やモノや情報を対流させ、経済を活性化させるためには、リアルタイ

ムの道路交通運行状況等とのデータ連携・情報連携が不可欠である。 

コロナ禍でもスマートモビリティを通じて経済活動を活発化させる意味でも、道路交通に関

する管理者とも連携しつつ、交通事業者が抱える様々な課題を各省庁横断で解決することが、

自動走行や MaaS 等の取組の拡大・展開に必要不可欠である。 

この報告書がこれらの連携や課題解決に少しでも寄与することを期待したい。 

最後に、調査にご協力いただいた関係各位に深く感謝の意を表す。 
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国（各省庁）や関係機関にして欲しい支援や対応ニーズ（次ページ以降も続く）
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他地域への展開・応用の可能性

東北エリア内の参画団体の将来的な拡大意向（参画団体の特徴別クロス集計）

東北エリア内の参画団体の将来的な拡大意向がある団体の意向（次ページ以降も続く）

現時点の体制についての自己評価（参画団体の特徴別クロス集計）

「現時点での体制が適切と言い難い」とした理由
収益性に関する評価
収益化が不可能な理由

将来のビジョン、当面のゴール、年度ごとの達成目標の設定状況

将来のビジョン、当面のゴール、年度ごとの達成目標を設定していない理由

定量的・定性的な目標の設定状況
定量的・定性的な目標を設定していない理由（次ページ以降も続く）

地域の課題解決に即した交通政策の検討・実施状況
地域の課題解決に即した交通政策の検討・実施できていない理由

簡易アンケートで把握できた管内のMaaSや自動運転等の取組

取得データの活用や資産にかかる取り決め・ルールを設定している取組の内容

取得データの活用や資産にかかる取り決め・ルールを検討中の取組の回答内容

現状や将来の問題点（今後クリアしていくべき点）
事業継続の障壁（バリア）（次ページ以降も続く）

参画団体の特徴

定量的・定性的な目標を設定していない理由
「検討済み」と回答した取組における異業種の連携先
APIやプラットフォームといった資産の取扱ルールの設定状況
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22事例の分布状況
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掲載情報一覧
とりまとめ事例一覧
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令和２年度「高度な自動走行・MaaS等の社会実装に向
けた研究開発・実証事業費（東北地域における自動走
行・MaaS等の関連事例における課題及びニーズ調査）」
報告書

令和２年度「高度な自動走行・MaaS等の社会実装に向
けた研究開発・実証事業費（東北地域における自動走
行・MaaS等の関連事例における課題及びニーズ調査）」
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交通事業者との協働についての現状の問題点や課題

アンケートとヒアリング調査における課題抽出結果：CASE/次世代モビリティ

アンケートとヒアリング調査における課題抽出結果：グリスロ

アンケートとヒアリング調査における課題抽出結果：自動運転（次ページ以降も続く）

アンケートとヒアリング調査における課題抽出結果：MaaS（次ページ以降も続く）

包括調査とヒアリング調査の課題抽出結果

事例集（2/32）

包括調査における課題抽出結果（次ページ以降も続く）
ヒアリング調査結果：MaaS（次ページ以降も続く）
ヒアリングの概要
抽出したヒアリング対象事例

事例集（6/32）
事例集（7/32）

事例集（5/32）
事例集（4/32）
事例集（3/32）

シンポジウム発表資料（7/11）

福島県浪江町において自動運転の実用化実証実験のリスト（次ページ以降も続く）

道の駅「かみこあに」を拠点とした自動運転サービス「こあにカー」のリスト（次ページ以降も続く）

いわき版MaaS推進事業のリスト（次ページ以降も続く）
会津Samurai MaaSのリスト（次ページ以降も続く）

石巻市の「コミュニティ・カーシェアリング」の発展と他地域展開等を通じた地域課題解決活動のリスト（次ページ以降も続く）
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取得データの活用についてのルール決めや個人情報の取り扱い
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